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第１節 計画策定の趣旨と背景 

１．計画策定の趣旨 

市町村は、老人福祉法第 20 条の８の規定に基づく「老人福祉計画」の策定、また、介護

保険法第 117条の規定に基づく「介護保険事業計画」の策定が義務付けられているとともに、

この２つの計画は、それぞれの法において「一体のものとして作成されなければならない。」

と定められています。 

本市では、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」をこれに位置づけ、高齢者施策に

関する基本的方針や目標の設定、その実現に向けた施策をはじめとして、介護保険給付サー

ビスの見込み量とその確保策、制度の円滑な実施に向けた取り組みや保険料の設定等を一体

的に実施しています。 

また、令和２年６月に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」

が公布されたことから、地域共生社会の実現を図るため、地域生活課題の解決に資する支援

を包括的に行う事業の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務

効率化の取組の強化等、具体的な施策の検討を行うとともに、令和２年７月の社会保障審議

会介護保険部会にて示された、2040年を見据えたサービス基盤の整備、高齢者の保健事業と

介護予防の一体的実施、認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進、介護現場の革新、

さらには近年の災害発生状況や新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた災害や感染症

対策に係る体制整備等についても施策を検討し、地域包括ケアシステムの深化・推進、さら

にはその先の地域共生社会の実現を見据え、保健、医療、福祉及び居住等、各分野の連携を

図る総合的な計画として、前期計画の内容を十分踏まえつつ、計画内容の充実を図ります。 

なお、市民や事業者等の方々に親しみを持って、幅広く知っていただくため、本市では「高

齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の名称を「いきいき安心プランまつど」としていま

す。本計画は「いきいき安心プランまつど」として７期目となり、「いきいき安心プランⅦ

まつど」（第９期松戸市高齢者保健福祉計画・第８期松戸市介護保険事業計画）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

   

第９期 

松戸市高齢者保健福祉計画 

第８期 

松戸市介護保険事業計画 
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２．計画策定の背景 

介護保険制度がスタートしてから 20 年が経過し、この間、高齢化が進展しました。本市

の人口で見ると、介護保険制度がスタートした平成 12年（2000年）には、65歳以上の人口

は 56,815人（高齢化率：12.2％）でしたが、令和２年（2020年）には 128,267人（高齢化

率：25.7％）と高齢者人口・高齢化率ともに２倍以上となっています。 

今後も、いわゆる団塊世代が全て 75歳以上になる令和７年（2025年）に向け、さらなる

高齢化の進展と 75歳以上人口の大幅な増加が予想されています。 

また、団塊ジュニア世代が 65歳に到達する令和 22年（2040年）においては、65歳以上

の人口増がピークとなる一方、現役世代が大幅な減少に向い、65歳以上の第１号被保険者数

が 40 歳以上 64 歳以下の第２号被保険者数を上回る「逆転現象」が起こると推計していま

す。 

 

◇ 松戸市における 40歳以上人口の推計 
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こうした状況の中で、「可能な限り、住み慣れた自宅や地域で生活し続けたい」という多

くの高齢者の希望を実現するため、医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供す

る「地域包括ケアシステム」の深化・推進に向けた取組みを進めていくとともに、令和 22年

（2040年）を見据え、制度・分野の枠や支える側支えられる側という従来の関係を超えた、

人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、助け合いながら暮らしていくこ

とのできる、参加と協働で包摂的な社会をつくる「地域共生社会の実現」に向け、取り組み

を推進していくことが必要となっています。 

 

出典：平成３０年度地域包括ケア研究会 報告書 

 

これらの背景を踏まえ、団塊世代が 75歳を迎える令和７年（2025年）に向けた取り組み

を「地域包括ケアシステムの実現」として短期的視野に設定するとともに、需要の増加と供

給の減少といった時代の変化を見据え、団塊ジュニア世代が 65歳を迎える令和 22年（2040

年）に向けた取り組みを『時代の変化に対応できる安定的で持続可能な社会の実現』として

長期的視野に設定し、計画策定を行いました。 

   

2040年 ： 団塊ジュニア世代が 65歳を迎える 

『時代の変化に対応できる安定的で持続可能な社会』の実現 

2025年 ： 団塊世代が 75歳を迎える 

地域包括ケアシステムの実現 

 
長期的 
視野 

 
中期的 
視野 

 
短期的 
視野 

需要の増加 
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第２節 計画の位置づけ及び計画期間 

１．計画の位置づけ 

（１）本計画は、本市の最上位計画である「松戸市総合計画」において、保健、医療及び

福祉部門の関連計画の一つに位置づけられているものです。また、「松戸市総合計画」

を踏まえて人口減少克服・地方創生に関する政策目標及び施策をまとめた「松戸市総

合戦略」（平成 27年度策定）の内容を踏まえて、作成しています。 

（２）本計画は、「松戸市地域福祉計画」を福祉の上位計画として位置づけ、保健施策、医

療施策、障害者施策、住宅施策、防災施策等の諸計画との整合性・調和を図るもので

す。あわせて、松戸市社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の具体的な活動計画を

定めた「松戸市地域福祉活動計画」とも、協働して取り組んでいきます。 

（３）本計画は、高齢者の福祉、介護、保健、医療、生きがいや社会参加及びまちづくり

等の高齢者施策全般に関わる計画であるとともに、高齢者を中心とした地域社会に

おける生活のあり方に深くかかわる計画であり、市民の参画及び各種団体等と行政

との協働により計画の推進を図るものです。 

（４）本計画は、介護サービスの給付と負担の見直し等による制度の持続可能性を確保し、

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念に沿った取り組みの推進を図るものです。 

 

◇ 松戸市の行政計画及び関連計画における「いきいき安心プラン」の位置づけ 
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２．他の計画との連携 

医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの深化・

推進を図るとともに、高齢者・障害者・子ども等を総合的に支援する地域共生社会に向けた

取組を推進するため、本市における関連計画との整合、連携を図るとともに、千葉県が策定

する高齢者保健福祉計画等の関連計画との連携を図ります。 

 

（１）本市における関連計画との連携 

① 松戸市データヘルス計画・松戸市特定健康診査等実施計画との連携 

（平成 30年度～令和５年度） 

「松戸市データヘルス計画」及び「松戸市特定健康診査等実施計画」との連携のもと、

特定健康診査･特定保健指導等を通じた糖尿病等の生活習慣病対策と、介護予防との連携

した取組を推進していきます。 

 

② 松戸市健康増進計画との連携 

（平成 26年度～令和５年度） 

「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」を基本目標に掲げ、市民自らの健康づくりとそれ

を支える地域環境づくりを推進する「松戸市健康増進計画（健康松戸 21）」との連携のも

と、介護保険対象年齢による区分に捉われることなく、健康増進及び介護予防一体での取

組を推進していきます。 

 

③ 松戸市障害者計画・松戸市障害福祉計画・松戸市障害児福祉計画との連携 

（令和３年度～令和５年度） 

地域共生社会の実現に向けた取組を推進する観点から、共生型サービスの整備や高齢

者・障害者の一体的・包括的な相談支援体制の構築等について、「松戸市障害者計画」、「松

戸市障害福祉計画・松戸市障害児福祉計画」と連携しながら推進していきます。 

 

④ 松戸市子ども総合計画との連携 

（令和２年度～令和６年度） 
子育てと親族の介護が同時期に発生する状態である「ダブルケア」といった、複合的か

つ多様化した課題に向けた取組について、「松戸市子ども総合計画」と連携しながら推進

していきます。   



第１章 いきいき安心プランⅦまつど策定にあたり 

8 

 

⑤ 松戸市新型インフルエンザ等対策行動計画との連携 

「松戸市新型インフルエンザ等対策行動計画」との連携のもと、新型コロナウイルス感

染症を含め、様々な感染症に対する対策の強化を図り、感染症から市民の生命及び健康を

保護する取組を推進していきます。 

 

⑥ 松戸市住生活基本計画との連携 

「松戸市住生活基本計画」との連携のもと、高齢者の住宅環境の充実を図るため、高齢

者の住まいに関する需要や整備状況を把握し、公的高齢者住宅の供給や多様な住まいの確

保等に向けた取組を推進していきます。 

 

⑦ 松戸市地域防災計画との連携 

「松戸市地域防災計画」との連携のもと、地震や水害等、近年の災害に対応するため、

避難所生活時の支援体制整備や支援を必要とする高齢者の避難行動支援に向けた取組を

推進していきます。 

 

（２）千葉県が策定する関連計画との連携 

① 千葉県高齢者保健福祉計画との連携 

高齢者活躍支援や地域包括ケアシステムの推進を基本目標とした千葉県が策定する「千

葉県高齢者保健福祉計画」との整合性を図り、介護サービス基盤の整備方針や人材の養成

施策等について、広域的な調整を図ります。 

 

② 千葉県保健医療計画との連携 

地域の実情に応じた医療提供体制の確保を図るため千葉県が策定する「千葉県保健医療

計画」及び当該計画で定めることとされている「地域医療構想」との整合性を図り、病床

の機能分化・連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築と、在宅医療・介護

の充実等の地域包括ケアシステムの構築を一体的に行います。   
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３．計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度（2021 年度）を初年度とし、令和５年度（2023 年度）まで

の３か年とします。 

「介護保険事業計画」については、いわゆる団塊世代が 75 歳以上の後期高齢者となる令

和７年度（2025年度）のサービス水準、給付費や保険料水準等も推計し、高齢者人口がピー

クを迎える令和 22年度（2040年度）を見据えた上での計画策定に努めています。 

 

◇ 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定経過と今後の計画策定 

 

 

年度 

西暦 

平成 30年 

2018年 

令和元年 

2019年 

令和２年 

2020年 

令和３年 

2021年

令和４年 

2022年 

令和５年 

2023年 

令和６年 

2024年

令和７年 

2025年

令和８年 

2026年 

 令和 22年 

2040年

総
合
計
画 

           

地
域
福
祉
計
画 

           

い
き
い
き
安
心
プ
ラ
ン 

           

関
連
計
画 

           

団塊世代が 

75歳以上に 

いきいき安心プランⅥまつど 

平成 30年度～令和２年度 

第３次松戸市地域福祉計画 

（平成 30年度～令和４年度） 

松戸市国民健康保険保健事業実施計画【第２期データヘルス計画】 
松戸市国民健康保険第３期特定健康診査等実施計画 

（平成 30年度～令和５年度） 

健康松戸 21Ⅲ 
（平成 26年度～令和５年度） 

第５期松戸市障害福祉計画 
第１期松戸市障害児福祉計画 
（平成 30年度～令和２年度） 

第２期松戸市子ども総合計画 
（令和２年度～令和６年度） 

松戸市総合計画 

（令和４年度～令和 11年度） 

第４次松戸市地域福祉計画 

（令和５年度～令和９年度） 

第６期松戸市障害福祉計画 
第２期松戸市障害児福祉計画 
（令和３年度～令和５年度） 

第７期松戸市障害福祉計画 
第３期松戸市障害児福祉計画 
（令和６年度～令和８年度） 

 

調 査 見直し 
いきいき安心プランⅦまつど 

令和３年度～令和５年度 

調 査 見直し 
いきいき安心プランⅧまつど 

令和６年度～令和８年度 

第１期松戸市子ども 
総合計画 

（平成 27年度～令和元年度） 

松戸市総合計画 後期基本計画 

（平成 23年度～令和２年度） 

高齢者人口が 

ピークに 
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第３節 計画策定のための取り組み 

１．計画の推進体制 

計画の策定に当たっては、「松戸市高齢者保健福祉推進会議」において検討を進めてきま

した。委員は、学識経験者、被保険者（市民公募）、地域団体、事業団体、保健・医療・福祉

関係団体の代表者等幅広い関係者で構成しています。 

また、介護保険の運営、介護保険事業に係る高齢者保健福祉施策や施設整備、保険料算定

に係る議題を討議する「松戸市介護保険運営協議会」での協議結果や、市レベルでの地域ケ

アに関する課題を協議する「松戸市地域ケア会議」における協議結果を踏まえ、検討を進め

てきました。 

   

 
 

⚫ 地域レベルで抽出された市レベ
ルの課題について検討 

⚫ 関係団体・機関、行政等による対
応、他の会議等への提言 

 
 

⚫ 介護保険の運営、介護保険事業に
係る高齢者保健福祉施策につい
て調査審議 

⚫ 施設整備、保険料算定に関わる議
題を討議 

 

⚫ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画案につ
いて答申 

いきいき安心プランⅦまつど 

松戸市高齢者保健福祉推進会議 

松戸市介護保険 

運営協議会 

松戸市地域ケア会議 

（協議体） 
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２．各種調査の実施 

本市の高齢者の生活実態及び本市で介護保険事業を展開する事業者の実態等を把握し、地

域における高齢者施策の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的として、市民

アンケート調査、介護従事者調査、町会・自治会等調査、特別養護老人ホーム入所待機者調

査及び在宅介護実態調査を実施しました。 

 

◇ 松戸市高齢者保健福祉・介護保険事業に関するアンケート調査の概要 

 

● 市民アンケート調査 

 若年者調査 一般高齢者調査 
事業対象者・ 

要支援認定者調査 
「軽度」要介護 
認定者調査 

「重度」要介護 
認定者調査 

対 象 

介護保険の要支

援・要介護認定を

受けていない市

民 

介護予防・日常生

活支援総合事業

対象の特定を受

けていない市民

及び介護保険の

要支援・要介護認

定を受けていな

い市民 

介護予防・日常生

活支援総合事業対

象の特定を受けて

いる市民及び介護

保険の要支援の認

定受けている市民 

介護保険の要介

護認定 1・2を受

けている市民

（施設入所者除

く） 

介護保険の要介

護認定 3・4・5を

受けている市民

（施設入所者除

く） 

年齢区分 40歳～64歳 65歳～ 40歳～ 40歳～ 40歳～ 

基準日 令和元年 11月 1日 

母集団 164,600人 101,449人 6,180人 6,117人 3,528人 

標本数 3,000人 10,500人 3,000人 3,900人 2,100人 

標本割合 1.8％ 10.4％ 48.5％ 63.8％ 59.5％ 

抽出方法 住民基本台帳から 15圏域による層化無作為抽出 住民基本台帳から無作為抽出 

1圏域あた
り抽出数 

200人 700人 200人 ー 

調査期間 
令和元年 12月 20日～令和２年１月 17日 

（調査票回収については 2/28まで有効。若年者調査については礼状兼督促状１回送付） 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

配布数 2,996通 10,486通 3,001通 3,889通 2,072通 

回収数 1,007通 5,555通 1,618通 1,587通 768通 

有効回収数 1,004通 5,546通 1,614通 1,584通 768通 

有効回収率 33.5％ 52.9％ 53.8％ 40.7％ 37.1％   
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● 介護従事者調査 

 
介護従事者調査 

（経営者・管理者） 
介護従事者調査 
（従事者） 

介護従事者調査 
（介護支援専門員） 

対 象 介護事業所の経営者・管理者 介護従事者 介護支援専門員 

母集団 484人 ― 632人 

標本数 484人 ― 632人 

抽出方法 事前調査により把握できた対象者への悉皆調査 

調査期間 

令和２年４月１日～ 

令和２年４月 23日 

（緊急事態宣言発令の影響により 

回収については 7/13まで有効。 

督促状 1回送付） 

令和２年６月 23日～ 

令和２年７月 13日 

令和２年４月１日～ 

令和２年４月 23日 

（緊急事態宣言発令の影響により 

回収については 7/13まで有効。） 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

配布数 484通 10,249通 632通 

回収数 327通 2,693通 454通 

有効回収数 327通 2,693通 454通 

有効回収率 67.6％ 
26.3％ 

（送付数を母数とする） 
71.8％ 

 

● 町会・自治会等調査、特別養護老人ホーム入所待機者調査、在宅介護実態調査 

 町会・自治会等調査 
特別養護老人ホーム 
入所待機者調査 

在宅介護実態調査 

対 象 
町会長、自治会長、マンショ

ン管理組合長等 

特別養護老人ホーム入所待機

者 

要支援・要介護認定者のう

ち、更新申請・区分変更申請

に伴う認定調査を受ける者 

母集団 983人 965人 2,392人 

標本数 983人 965人 636人 

抽出方法 悉皆調査 
調査期間中に 

調査対象に該当した者 

調査期間 令和２年６月 23日～令和２年７月 13日 
令和元年 10月１日～ 

令和２年３月 31日 

調査方法 郵送配布・郵送回収 
認定調査員による 

聞き取り調査 

配布数 983通 965通 636通 

回収数 433通 362通 636通 

有効回収
数 

433通 404通 636通 

有効回収

率 
44.1％ 41.9％ 100％ 
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◇ 各種アンケートの分析結果から見えた傾向 

 

① 希望する介護サービスについて 

問 介護が必要になった場合に、どこでどのような介護を受けたいと思いますか。（単一回

答） 

 

 
「市民アンケート調査」 

 

寝たきりや認知症になり、介護が必要になった場合に、どこでどのような介護を受けた

いかについて、一般高齢者や要支援者・要介護者においては「自宅で家族と外部の介護サ

ービスを組み合わせて介護を受けたい」と回答した方が一番多く、また、自宅か施設のど

ちらで介護を受けたいかについては、「自宅で」と回答した方が若年者で 4割、「軽度」要

介護者・「重度」要介護者においては５割となっています。 

したがって、介護が必要になっても、何らかの形で自宅での生活を続けたいという傾向

は、３年前と変わっておりませんが、平成 28 年度調査と比較すると「ケア付き高齢者住

宅等に住み替えて」と回答した割合がいずれも増えており、住み替えた「自宅」という選

択肢が増えたことによる多様化が見て取れます。 

そのため、在宅での介護サービスの拡充に引き続き努めつつ、多様な住まいについての

意識の変化に注目しました。  

5.5%

9.2%

9.2%

15.5%

15.9%

17.7%

21.0%

19.8%

25.2%

31.1%

18.7%

19.0%

17.0%

10.5%

5.3%

21.1%

12.0%

11.6%

8.2%

4.3%

18.7%

12.9%

10.2%

10.3%

7.2%

1.8%

0.8%

1.2%

1.6%

3.4%

4.0%

10.4%

13.5%

11.9%

11.3%

12.5%

14.6%

17.5%

16.9%

21.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

若年者（n=1,004）

一般高齢者（n=5,546）

事業対象・要支援者（n=1,614）

「軽度」要介護者（n=1,584）

「重度」要介護者（n=768）

自宅で家族中心に

自宅で家族と外部の介護サービスを組み合わせて

家族に頼らずに生活できる介護サービスがあれば自宅で

ケア付き高齢者住宅などに住み替えて

わからない

その他

無回答

特別養護老人ホーム等の施設で
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② 介護サービスと保険料について 

問 介護サービスと、サービスを支える保険料負担について、あなたはどう考えますか。

（単一回答） 

 

 

「市民アンケート調査」 

 

介護サービスと保険料負担に関する考えとして、「介護に関する希望を可能な限り実現

しつつ、費用負担を軽減する対策も講じ、保険料の引き上げを抑える」ことを希望する方

の割合が一番多くなっており、また、介護サービスの水準を維持する、あるいは現在以上

にサービスを充実するため、保険料の引き上げはやむをえないとする方の割合もおおむね

３割程度となっています。なお、保険料の維持については１割未満となっていることから、

概ね介護保険料の引き上げはやむなしと考えている方が多い状況であると言えます。 

したがって、今後の介護保険料の引き上げ額をできるだけ抑えながら、必要な方へのサ

ービス提供を維持できるよう、需給バランスに即した施設等整備の検討を行いました。   

21.8%

19.8%

25.7%

23.2%

21.2%

7.0%

4.7%

5.9%

4.4%

5.7%

34.0%

28.3%

22.6%

24.9%

32.0%

17.8%

18.1%

19.3%

22.2%

17.8%

16.1%

23.2%

20.0%

19.1%

18.5%

3.3%

5.9%

6.6%

6.4%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

若年者（n=1,004）

一般高齢者（n=5,546）

事業対象・要支援者（n=1,614）

「軽度」要介護者（n=1,584）

「重度」要介護者（n=768）

現在のサービス水準を維持するために必要な保険料引上げであれば、やむを得ない

現在以上にサービスを充実するために、上記１よりもさらに保険料負担が引上げられてもやむを得ない

保険料負担の引上げを上記１よりも抑えるため、介護に関する希望を可能な限り実現しつつ、費用負担を軽減する対策も講じる

わからない

無回答

保険料を現状程度に維持することが重要であり、利用できるサービスが削減されても構わない
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③ 地域活動に関する参加状況について 

問 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。（単一回答） 

 

■ ボランティア              ■ スポーツ関係のグループやクラブ 

 

 

■ 趣味関係のグループ           ■ 町会・自治会 

 

 

■ はつらつクラブ（老人クラブ）      ■  元気応援くらぶ等介護予防のための通いの場 

 
「市民アンケート調査」 

 

地域活動に関する参加状況について、「週４回以上」「週２～３回」「週１回」「月１～３

回」「年に数回」を「参加している」とした場合の参加状況は上記の通りとなっています。 

なお、一般高齢者についてスポーツ関係のグループやクラブ、あるいは趣味関係のグル

ープの参加割合については約３割となっている一方で、元気応援くらぶ等介護予防のため

の通いの場については、一般高齢者については参加率が 3.0％にとどまっており、地域活

動が多様化していることが見てとれます。 

そのため、就労やボランティア活動等、地域住民のニーズや特性に合った活動の選択肢

を充実させることが必要であると分析しました。  

8.8%

11.2%

5.1%

1.8%

83.3%

52.7%

49.0%

65.0%

8.0%

36.1%

45.9%

33.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

若年者

（n=1,004）

一般高齢者

（n=5,546）

事業対象・要支援者

（n=1,614）

「軽度」要介護者

（n=1,584）

参加している 参加していない 無回答

15.2%

29.2%

18.0%

7.7%

77.2%

41.6%

43.1%

61.3%

7.6%

29.2%

39.0%

31.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

若年者

（n=1,004）

一般高齢者

（n=5,546）

事業対象・要支援者

（n=1,614）

「軽度」要介護者

（n=1,584）

参加している 参加していない 無回答

5.7%

9.0%

5.6%

56.4%

47.1%

62.5%

37.9%

43.8%

31.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般高齢者

（n=5,546）

事業対象・要支援者

（n=1,614）

「軽度」要介護者

（n=1,584）

参加している 参加していない 無回答

18.1%

27.0%

13.4%

5.4%

76.2%

42.6%

45.4%

62.7%

5.7%

30.5%

41.1%

31.9%

0% 50% 100%

若年者

（n=1,004）

一般高齢者

（n=5,546）

事業対象・要支援者

（n=1,614）

「軽度」要介護者

（n=1,584）

参加している 参加していない 無回答

27.5%

13.5%

9.0%

7.2%

41.7%

44.9%

60.2%

82.8%

30.9%

41.6%

30.8%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般高齢者

（n=5,546）

事業対象・要支援者

（n=1,614）

「軽度」要介護者

（n=1,584）

「重度」要介護者

（n=768）

参加している 参加していない 無回答

3.0%

13.3%

8.7%

57.5%

43.6%

60.5%

39.5%

43.1%

30.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般高齢者

（n=5,546）

事業対象・要支援者

（n=1,614）

「軽度」要介護者

（n=1,584）

参加している 参加していない 無回答
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④ 介護職員の過不足状況について 

問 貴事業所・施設における介護職員の過不足状況はどうですか。（単一回答） 

 

 
「介護従事者調査（経営者・管理者）」 

 

介護人材の不足感については、全体的にはまだ高い傾向があるものの、サービスによっ

ての濃淡があることが推察されました。 

特別養護老人ホーム等、全体として宿泊（夜勤）を伴うサービスでは、「非常に不足感

がある」「少し不足感がある」等の答えが多く、75%とかなり不足感が強くなっています。 

また、訪問介護のように有資格者に限られるサービスでも不足感が強いのに対し、デイ

サービス等通所系サービスでは 38.5％が「現在が妥当」としており、不足感を持っている

のは 47%に留まっています。 

このため、サービス特性を考慮した上での人材確保対策が必要と分析しました。   

40.0%

11.1%

32.5%

13.8%

17.0%

25.0%

35.0%

22.2%

44.6%

33.9%

53.2%

58.3%

20.0%

44.4%

14.5%

38.5%

25.5%

16.7%

5.0%

11.1%

4.8%

5.5%

2.1%

0.0%

0.0%

11.1%

2.4%

6.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.2%

1.8%

2.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特養（n=20）

老健（n=9）

訪問（n=83）

通所（n=109）

GH・特定（n=47）

小多機・巡回（n=12）

非常に不足感がある 少し不足感がある 現在が妥当 やや余裕がある 余裕がある 無回答



第１章 いきいき安心プランⅦまつど策定にあたり 

17 

 

３．都市型介護予防モデル「松戸プロジェクト」の実施 

１．「松戸プロジェクト」の概要 

都市型介護予防モデル「松戸プロジェクト」は、地域活動への参加で健康寿命を延ばす全

国に先駆けた科学的研究プロジェクトを松戸市と千葉大学予防医学センターの共同研究事

業として平成 28年 11月から活動を開始しました。 

体操・サロン・その他趣味等の活動を定期的に開催する「元気応援くらぶ」等の通いの場

を中心に、仕事で培った経験を活かして通いの場をサポートする「プロボノ」や、地域団体・

NPO等の情報収集・イベントの企画・運営手伝い等を行う「パートナー」に加え、店舗スペ

ース・会議室の提供や割引等の各種サービス提供をする「元気応援キャンペーン参加事業者」

等立場の異なる組織が組織の壁を越えてお互いの強みを出し合い、エビデンスに基づき社会

的な課題を解決していく取り組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：松戸プロジェクトホームページ https://www.matsudo-project.com/   
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２．健康とくらしの調査の実施 

松戸プロジェクト等の介護予防の取組に対する効果の評価や松戸市の状態と他市町村と

の比較、また、松戸市内の各地域の強み等を知るため、「健康とくらしの調査」を行ってい

ます。他のアンケート調査と異なり、毎年同じ対象者に対し追跡調査を行っています。 

健康とくらしの調査 

対 象 
介護予防・日常生活支援総合事業対象の特定を受けて

いない市民及び介護保険の要支援・要介護認定を受け

ていない市民（追跡調査） 

母集団 101,449人 

標本数 7,733人 

抽出方法 
2016年以降の調査回答者及び住民基本台帳から 

15圏域による無作為抽出 

調査期間 令和２年 1月 20日～令和２年２月 10日 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

配布数 7,733人 

回収数 4,792通 

有効回収数 4,589通 

有効回収率 59.3％ 

 

３．「松戸プロジェクト」成果の概要 

健康と暮らしの調査は令和元年（2019年）に全国 64自治体で実施されており、自治体間

比較ができることが特徴の一つとなっています。松戸市は、転倒の割合や口腔機能低下者の

割合が低いこと等がわかってきました。一方、就労していない割合や社会的役割が低下して

いると感じている割合が高い等といった本市の課題もわかりました。 

健康と暮らしの調査の自治体間比較でわかった事（抜粋） 

【上位になった項目】 

・転倒する割合が低い 

・口腔機能低下者割合が低い 

・スポーツの会参加者割合が高い 

・認知機能低下者割合が低い 

・IADL（自立度）低下者割合が低い 

【下位になった項目】 

・社会的役割低下者割合が高い 

・収入のある仕事への参加者割合が低い 

・孤食者割合が高い 
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松戸プロジェクトの成果の一つとして、坂の多い地域での「グリーンスローモビリティ」

の活用に向けた実証調査（国土交通省事業）があります。高齢者の日常行動範囲を導入前後

で比較したところ、日常行動範囲が 1.5倍になる等、高齢者の介護予防につながる結果とな

りました。 

日常行動範囲の広がりを確認 

       

出典：近藤克則 千葉大学予防医学センター 

松戸プロジェクト 

松戸市と国立大学法人千葉大学予防医学センターとの介護予防に資する活動等に関する共同研究 

令和元年度 研究事業実施報告書 

 

 

また、平成 28年に行った調査と平成 30年の調査で何らかの社会参加をしている人の割合

が 5.3％増加していることがわかりました。 

 

出典：近藤克則 千葉大学予防医学センター 

松戸プロジェクト 

松戸市と国立大学法人千葉大学予防医学センターとの介護予防に資する活動等に関する共同研究 

令和元年度 研究事業実施報告書   
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第４節 日常生活圏域の設定 

本市では、地域力の強化という観点から、様々な分野について、15地区社会福祉協議会の

地区割り（地域福祉推進地区）をベースにしたまちづくりを進めています。このため、高齢

者・介護保険分野についても、これまでどおり、地域福祉推進地区（15地区）を基本として

日常生活圏域を設定します。 

 松戸市の日常生活圏域  

 

 
※ ただし、施設整備にあっては、「常盤平団地地区」「常盤平地区」を「常盤平地区」とし、一体的に扱うこと

とします。 
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地 区 地 域 

① 明第１ 
根本・吉井町・小根本・緑ケ丘１～２丁目・松戸新田・仲井町１～３丁目・稔台・稔台

１～８丁目・岩瀬・野菊野・胡録台 

② 明第２西 栄町１～８丁目・栄町西１～５丁目・樋野口・古ケ崎・古ケ崎１～４丁目 

③ 明第２東 
上本郷・北松戸１～３丁目・竹ケ花・竹ケ花西町・南花島・南花島１～４丁目・南花島

中町・南花島向町 

④ 本庁 本町・松戸・小山・二十世紀が丘美野里町 

⑤ 矢切 
上矢切・中矢切・下矢切・三矢小台１～５丁目・二十世紀が丘柿の木町・二十世紀が丘

萩町・大橋〔旧有料道路（県道松戸・原木線）西側〕・栗山 

⑥ 東部 

河原塚・田中新田・紙敷・紙敷１～３丁目・東松戸１～４丁目・秋山・秋山１～３丁目・

高塚新田・和名ケ谷・大橋〔旧有料道路（県道松戸・原木線）東側〕・二十世紀が丘丸

山町・二十世紀が丘中松町・二十世紀が丘戸山町・二十世紀が丘梨元町 

⑦ 常盤平 

金ケ作・千駄堀・常盤平１～７丁目〔常盤平団地の担当地域を除く〕・常盤平双葉町・

常盤平西窪町・常盤平陣屋前・常盤平柳町・牧の原・牧の原１～２丁目・日暮・日暮１

～８丁目・常盤平松葉町 

⑧ 常盤平団地 

常盤平１丁目のうち駅上市街地住宅・常盤平２丁目のうち１街区・常盤平３丁目のうち

３街区・中央市街地住宅・駅前市街地住宅・セントラルハイツ・常盤平４丁目のうちＥ

街区・常盤平７丁目のうち２街区・けやき通り住宅 

⑨ 五香松飛台 
串崎南町・串崎新田・松飛台・五香１～８丁目・五香西１～６丁目・五香南１～３丁目・

五香六実 

⑩ 六実六高台 高柳・高柳新田・六実１～７丁目・六高台西・六高台１～９丁目 

⑪ 小金 

幸田・幸田１～５丁目・中金杉１～５丁目・平賀・東平賀・ 

殿平賀・久保平賀・大金平１～５丁目・大谷口・小金・小金きよしケ丘１～５丁目・小

金上総町・小金清志町１～３丁目・二ツ木・二ツ木二葉町・根木内（国道６号西側） 

⑫ 小金原 根木内（国道６号東側）・小金原１～９丁目・栗ケ沢・八ケ崎１丁目・小金 1700番台 

⑬ 新松戸 
横須賀１～２丁目・新松戸１～７丁目・新松戸東・新松戸北１～２丁目・小金 1100～

1300番台 

⑭ 馬橋西 
旭町１～４丁目・外河原・七右衛門新田・主水新田・新松戸南１～３丁目・西馬橋１～

５丁目・西馬橋相川町・西馬橋蔵元町・西馬橋幸町・西馬橋広手町・馬橋（JR線西側） 

⑮ 馬橋 
馬橋（JR線東側）・三ケ月・幸谷・八ケ崎・八ケ崎緑町・八ケ崎２～８丁目・中根・新

作・中根長津町・中和倉 
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第１節 人口の推移と推計 

１．人口推計の方法 

本計画における人口推計は、要介護（要支援）認定者数や介護保険サービスの見込量等を

推計し、各施策の展開や介護保険料を算出する上での土台となるものであり、できる限り実

態に即した人口を推計する必要があります。このため、国立社会保障・人口問題研究所が平

成 30年度に推計した常住人口（直近の国勢調査による人口及び世帯数を基準とし、これに、

出生・死亡・転出入等の毎月の住民基本台帳の移動状況を加えて集計する人口）をベースに

し、直近の住民基本台帳人口に置換える形で独自に推計しました。 

 

 

２．松戸市全体の人口の現況と将来推計 

本計画における人口について、総人口は令和２年度をピークとして減少傾向となり、令和

２年度から令和７年度にかけて、総人口は 498,781人から 491,757人へと、約 7,000人減少

すると見込まれています。さらに令和７年度から令和 22 年度の総人口は 491,757 人から

455,837人へと、約 36,000人減少すると見込まれています。 

一方、65歳以上の高齢者数は令和２年度から令和７年度にかけて 128,267人から 130,652

人へと約 2,400人増加し、高齢化率（総人口に占める 65歳以上人口の比率）は 25.7％から

26.6％へと上昇すると見込まれています。さらには令和７年度から令和 22年度にかけては、

65歳以上の高齢者数は 130,652人から 148,805人へと約 18,000人増加し、高齢化率は 26.6％

から 32.6％へと上昇すると見込まれています。 

次に、高齢者を前期高齢者（65～74 歳）と後期高齢者（75 歳以上）に分けて見てみます

と、前期高齢者数は既に平成 30 年度から減少しており、令和７年度まで引き続き減少しま

すが、令和 12年度から、団塊ジュニア世代が 65歳に到達し始める令和 22年度に向けて増

加し続けると見込まれます。また、介護や医療の必要性が高まる後期高齢者数については、

令和 12年度まで増加し続け、令和 17年度に一旦減少しますが、その後再び増加に転じると

見込まれています。   



第２章 松戸市の高齢者をとりまく状況 

26 

 

◇ 松戸市全体の人口推計・人口構成 

 

 

介護保険事業計画 第７期 第８期  将来推計 

年度 

年齢 

平成 30年 

（2018年） 

令和元年 

（2019年） 

令和２年 

（2020年） 

令和３年 

（2021年） 

令和４年 

（2022年） 

令和５年 

（2023年） 
 
令和７年 

（2025年） 

令和 12年 

（2030年） 

令和 17年 

（2035年） 

令和 22年 

（2040年） 

総人口（人） 496,328 498,367 498,781 497,376 495,971 494,566  491,757 481,159 468,548 455,837 

40歳未満（人） 199,443 198,802 197,096 195,374 193,652 191,930  188,487 182,115 175,815 168,214 

40～64歳（人） 171,181 172,402 173,418 173,258 173,098 172,938  172,618 164,875 152,138 138,818 

65歳以上（人） 125,704 127,163 128,267 128,744 129,221 129,698  130,652 134,169 140,595 148,805 

 65～74歳（人） 63,752 62,029 61,561 59,284 57,007 54,730  50,176 51,234 60,661 68,422 

 75歳以上（人） 61,952 65,134 66,706 69,460 72,214 74,968  80,476 82,935 79,934 80,383 

高齢化率 25.3％ 25.5％ 25.7％ 25.9％ 26.1％ 26.2％  26.6％ 27.9％ 30.0％ 32.6％ 

65～74歳人口比率 12.8％ 12.4％ 12.3％ 11.9％ 11.5％ 11.1％  10.2％ 10.6％ 12.9％ 15.0％ 

75歳以上人口比率 12.5％ 13.1％ 13.4％ 14.0％ 14.6％ 15.2％  16.4％ 17.2％ 17.1％ 17.6％ 

※ 各年 10月１日現在 

※ 平成 30年～令和２年は住民基本台帳人口の実績 

※ 令和３年以降は国立社会保障・人口問題研究所の推計（平成 30年）を基に年齢階層ごとの構成比率が比例

的に変動するものとして算出し、住民基本台帳人口に置換えて推計  

61,952 65,134 66,706 69,460 72,214 74,968 80,476 82,935 79,934 80,383 

25.3% 25.5% 25.7% 25.9% 26.1% 26.2% 26.6%
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高齢化率 75歳以上人口比率

将来推計 
 

（人） 第８期推計 
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人口動態について、過去 12年間の実績を見てみますと、団塊世代が 75歳に徐々に近づい

ていることが分かります。また、団塊ジュニア世代については、40歳から 50歳に近づいて

いる状況です。団塊世代より団塊ジュニア世代の人口が多いことから、今後さらなる高齢化

が見込まれています。 

 

 

※ 各年住民基本台帳人口の実績（３月末）   

0
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３．日常生活圏域別の人口の現況と将来推計 

（２）における松戸市全体の人口推計の結果に基づき、日常生活圏域別の人口を推計する

と、以下の表のとおりとなります。 

表にあるとおり、高齢化率や 75 歳以上人口比率の現況や将来推計値は、各圏域で異なっ

ています。また、高齢化のスピードも圏域ごとに異なっており、例えば、現状では、他地域

と比べて 75歳以上人口比率が高くない圏域の中でも、75歳以上人口が急ピッチで増大する

と推計される圏域もあれば、75歳以上人口の増加スピードが緩やかな圏域も見られます。 

 

◇ 日常生活圏域別の人口推計・人口構成 

介護保険事業計画 第７期 第８期  将来推計 

日常生活圏域 
年度 

年齢 

令和２年 

（2020年）

令和３年 

（2021年）

令和４年 

（2022年） 

令和５年 

（2023年）
 
令和７年 

（2025年） 

令和 12年 

（2030年）

令和 17年 

（2035年） 

令和 22年 

（2040年）

明第１地区 

総人口（人） 55,745 55,588 55,431 55,274  54,960 53,776 52,366 50,945 

40～64歳（人） 20,241 20,222 20,204 20,185  20,148 19,244 17,757 16,203 

65歳以上（人） 12,949 12,997 13,045 13,093  13,190 13,545 14,194 15,022 

 65～74歳 6,335 6,101 5,866 5,632  5,163 5,272 6,242 7,041 

 75歳以上 6,614 6,887 7,160 7,433  7,979 8,223 7,926 7,970 

高齢化率 23.2％ 23.4％ 23.5％ 23.7％  24.0％ 25.2％ 27.1％ 29.5％ 

75歳以上人口比率 11.9％ 12.4％ 12.9％ 13.4％  14.5％ 15.3％ 15.1％ 15.6％ 

明第２西 

地区 

総人口（人） 30,675 30,589 30,502 30,416  30,243 29,591 28,816 28,034 

40～64歳（人） 10,562 10,552 10,543 10,533  10,513 10,042 9,266 8,455 

65歳以上（人） 8,215 8,246 8,276 8,307  8,368 8,593 9,005 9,530 

 65～74歳 3,766 3,627 3,487 3,348  3,070 3,134 3,711 4,186 

 75歳以上 4,449 4,633 4,816 5,000  5,367 5,531 5,331 5,361 

高齢化率 26.8％ 27.0％ 27.1％ 27.3％  27.7％ 29.0％ 31.3％ 34.0％ 

75歳以上人口比率 14.5％ 15.1％ 15.8％ 16.4％  17.7％ 18.7％ 18.5％ 19.1％ 

明第２東 

地区 

総人口（人） 27,331 27,254 27,177 27,100  26,946 26,365 25,674 24,978 

40～64歳（人） 9,722 9,713 9,704 9,695  9,677 9,243 8,529 7,782 

65歳以上（人） 5,948 5,970 5,992 6,014  6,059 6,222 6,520 6,900 

 65～74歳 2,934 2,825 2,717 2,608  2,391 2,442 2,891 3,261 

 75歳以上 3,014 3,138 3,263 3,387  3,636 3,747 3,612 3,632 

高齢化率 21.8％ 21.9％ 22.0％ 22.2％  22.5％ 23.6％ 25.4％ 27.6％ 

75歳以上人口比率 11.0％ 11.5％ 12.0％ 12.5％  13.5％ 14.2％ 14.1％ 14.5％ 
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日常生活圏域 
年度 

年齢 

令和２年 

（2020年）

令和３年 

（2021年）

令和４年 

（2022年） 

令和５年 

（2023年）
 
令和７年 

（2025年） 

令和 12年 

（2030年）

令和 17年 

（2035年） 

令和 22年 

（2040年）

本庁地区 

総人口（人） 25,117 25,046 24,975 24,905  24,763 24,230 23,595 22,954 

40～64歳（人） 9,044 9,036 9,027 9,019  9,002 8,598 7,934 7,240 

65歳以上（人） 5,158 5,177 5,196 5,216  5,254 5,395 5,654 5,984 

 65～74歳 2,583 2,487 2,392 2,296  2,105 2,150 2,545 2,871 

 75歳以上 2,575 2,681 2,788 2,894  3,107 3,201 3,086 3,103 

高齢化率 20.5％ 20.7％ 20.8％ 20.9％  21.2％ 22.3％ 24.0％ 26.1％ 

75歳以上人口比率 10.3％ 10.7％ 11.2％ 11.6％  12.5％ 13.2％ 13.1％ 13.5％ 

矢切地区 

総人口（人） 19,368 19,313 19,259 19,204  19,095 18,684 18,194 17,700 

40～64歳（人） 6,661 6,655 6,649 6,643  6,630 6,333 5,844 5,332 

65歳以上（人） 5,166 5,185 5,204 5,224  5,262 5,404 5,663 5,993 

 65～74歳 2,310 2,225 2,139 2,054  1,883 1,922 2,276 2,567 

 75歳以上 2,856 2,974 3,092 3,210  3,446 3,551 3,422 3,442 

高齢化率 26.7％ 26.8％ 27.0％ 27.2％  27.6％ 28.9％ 31.1％ 33.9％ 

75歳以上人口比率 14.7％ 15.4％ 16.1％ 16.7％  18.0％ 19.0％ 18.8％ 19.4％ 

東部地区 

総人口（人） 49,759 49,619 49,479 49,339  49,058 48,001 46,743 45,475 

40～64歳（人） 17,583 17,567 17,551 17,534  17,502 16,717 15,425 14,075 

65歳以上（人） 10,294 10,332 10,371 10,409  10,485 10,768 11,283 11,942 

 65～74歳 4,999 4,814 4,629 4,444  4,074 4,160 4,926 5,556 

 75歳以上 5,295 5,514 5,732 5,951  6,388 6,583 6,345 6,381 

高齢化率 20.7％ 20.8％ 21.0％ 21.1％  21.4％ 22.4％ 24.1％ 26.3％ 

75歳以上人口比率 10.6％ 11.1％ 11.6％ 12.1％  13.0％ 13.7％ 13.6％ 14.0％ 

常盤平地区 

総人口（人） 53,147 52,997 52,848 52,698  52,399 51,269 49,926 48,571 

40～64歳（人） 18,727 18,710 18,692 18,675  18,641 17,804 16,429 14,991 

65歳以上（人） 14,658 14,713 14,767 14,822  14,931 15,332 16,067 17,005 

 65～74歳 6,783 6,532 6,281 6,030  5,529 5,645 6,684 7,539 

 75歳以上 7,875 8,200 8,525 8,850  9,501 9,791 9,437 9,490 

高齢化率 27.6％ 27.8％ 27.9％ 28.1％  28.5％ 29.9％ 32.2％ 35.0％ 

75歳以上人口比率 14.8％ 15.5％ 16.1％ 16.8％  18.1％ 19.1％ 18.9％ 19.5％ 

常盤平団地 

地区 

総人口（人） 6,982 6,962 6,943 6,923  6,884 6,735 6,559 6,381 

40～64歳（人） 2,163 2,161 2,159 2,157  2,153 2,056 1,898 1,731 

65歳以上（人） 3,544 3,557 3,570 3,584  3,610 3,707 3,885 4,111 

 65～74歳 1,551 1,494 1,436 1,379  1,264 1,291 1,528 1,724 

 75歳以上 1,993 2,075 2,158 2,240  2,404 2,478 2,388 2,402 

高齢化率 50.8％ 51.1％ 51.4％ 51.8％  52.4％ 55.0％ 59.2％ 64.4％ 

75歳以上人口比率 28.5％ 29.8％ 31.1％ 32.4％  34.9％ 36.8％ 36.4％ 37.6％ 
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日常生活圏域 
年度 

年齢 

令和２年 

（2020年）

令和３年 

（2021年）

令和４年 

（2022年） 

令和５年 

（2023年）
 
令和７年 

（2025年） 

令和 12年 

（2030年）

令和 17年 

（2035年） 

令和 22年 

（2040年）

五香松飛台 

地区 

総人口（人） 36,018 35,917 35,815 35,714  35,511 34,745 33,835 32,917 

40～64歳（人） 12,418 12,407 12,395 12,384  12,361 11,806 10,894 9,940 

65歳以上（人） 9,829 9,866 9,902 9,939  10,012 10,281 10,774 11,403 

 65～74歳 4,588 4,418 4,249 4,079  3,740 3,818 4,521 5,099 

 75歳以上 5,241 5,457 5,674 5,890  6,323 6,516 6,280 6,316 

高齢化率 27.3％ 27.5％ 27.6％ 27.8％  28.2％ 29.6％ 31.8％ 34.6％ 

75歳以上人口比率 14.6％ 15.2％ 15.8％ 16.5％  17.8％ 18.8％ 18.6％ 19.2％ 

六実六高台 

地区 

総人口（人） 23,814 23,747 23,680 23,613  23,479 22,973 22,371 21,764 

40～64歳（人） 8,729 8,721 8,713 8,705  8,689 8,299 7,658 6,987 

65歳以上（人） 6,474 6,498 6,522 6,546  6,594 6,772 7,096 7,511 

 65～74歳 3,367 3,242 3,118 2,993  2,744 2,802 3,318 3,742 

 75歳以上 3,107 3,235 3,364 3,492  3,748 3,863 3,723 3,744 

高齢化率 27.2％ 27.4％ 27.5％ 27.7％  28.1％ 29.5％ 31.7％ 34.5％ 

75歳以上人口比率 13.0％ 13.6％ 14.2％ 14.8％  16.0％ 16.8％ 16.6％ 17.2％ 

小金地区 

総人口（人） 44,167 44,043 43,918 43,794  43,545 42,607 41,490 40,364 

40～64歳（人） 15,382 15,368 15,354 15,339  15,311 14,624 13,494 12,313 

65歳以上（人） 11,074 11,115 11,156 11,198  11,280 11,584 12,138 12,847 

 65～74歳 5,376 5,177 4,978 4,779  4,382 4,474 5,297 5,975 

 75歳以上 5,698 5,933 6,168 6,404  6,874 7,084 6,828 6,866 

高齢化率 25.1％ 25.2％ 25.4％ 25.6％  25.9％ 27.2％ 29.3％ 31.8％ 

75歳以上人口比率 12.9％ 13.5％ 14.0％ 14.6％  15.8％ 16.6％ 16.5％ 17.0％ 

小金原地区 

総人口（人） 27,541 27,463 27,386 27,308  27,153 26,568 25,872 25,170 

40～64歳（人） 8,932 8,924 8,916 8,907  8,891 8,492 7,836 7,150 

65歳以上（人） 9,096 9,130 9,164 9,197  9,265 9,515 9,970 10,552 

 65～74歳 3,773 3,633 3,494 3,354  3,075 3,140 3,718 4,194 

 75歳以上 5,323 5,543 5,763 5,982  6,422 6,618 6,379 6,414 

高齢化率 33.0％ 33.2％ 33.5％ 33.7％  34.1％ 35.8％ 38.5％ 41.9％ 

75歳以上人口比率 19.3％ 20.2％ 21.0％ 21.9％  23.7％ 24.9％ 24.7％ 25.5％ 

新松戸地区 

総人口（人） 37,356 37,251 37,146 37,040  36,830 36,036 35,092 34,140 

40～64歳（人） 12,002 11,991 11,980 11,969  11,947 11,411 10,529 9,607 

65歳以上（人） 10,564 10,603 10,643 10,682  10,760 11,050 11,579 12,255 

 65～74歳 5,846 5,630 5,414 5,197  4,765 4,865 5,761 6,498 

 75歳以上 4,718 4,913 5,108 5,302  5,692 5,866 5,654 5,685 

高齢化率 28.3％ 28.5％ 28.7％ 28.8％  29.2％ 30.7％ 33.0％ 35.9％ 

75歳以上人口比率 12.6％ 13.2％ 13.8％ 14.3％  15.5％ 16.3％ 16.1％ 16.7％   
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日常生活圏域 
年度 

年齢 

令和２年 

（2020年）

令和３年 

（2021年）

令和４年 

（2022年） 

令和５年 

（2023年）
 
令和７年 

（2025年） 

令和 12年 

（2030年）

令和 17年 

（2035年） 

令和 22年 

（2040年）

馬橋西地区 

総人口（人） 22,627 22,563 22,500 22,436  22,308 21,828 21,255 20,679 

40～64歳（人） 7,592 7,585 7,578 7,571  7,557 7,218 6,660 6,077 

65歳以上（人） 5,841 5,863 5,884 5,906  5,950 6,110 6,402 6,776 

 
65～74歳 2,827 2,722 2,618 2,513  2,304 2,353 2,786 3,142 

75歳以上 3,014 3,138 3,263 3,387  3,636 3,747 3,612 3,632 

高齢化率 25.8％ 26.0％ 26.2％ 26.3％  26.7％ 28.0％ 30.1％ 32.8％ 

75歳以上人口比率 13.3％ 13.9％ 14.5％ 15.1％  16.3％ 17.2％ 17.0％ 17.6％ 

馬橋地区 

総人口（人） 39,134 39,024 38,914 38,803  38,583 37,751 36,762 35,765 

40～64歳（人） 13,660 13,647 13,635 13,622  13,597 12,987 11,984 10,935 

65歳以上（人） 9,457 9,492 9,527 9,563  9,633 9,892 10,366 10,971 

 
65～74歳 4,523 4,356 4,188 4,021  3,687 3,764 4,457 5,027 

75歳以上 4,934 5,138 5,341 5,545  5,953 6,134 5,912 5,946 

高齢化率 24.2％ 24.3％ 24.5％ 24.6％  25.0％ 26.2％ 28.2％ 30.7％ 

75歳以上人口比率 12.6％ 13.2％ 13.7％ 14.3％  15.4％ 16.2％ 16.1％ 16.6％ 

※ 各年 10月 1日時点 

※ 令和２年は、日常生活圏域ごとの住民基本台帳人口の実績 

※ 令和３年以降は、推計した人口を基に、令和２年の日常生活圏域別の人口比率（総数・年齢階級別）を乗ず

る形で算出   



第２章 松戸市の高齢者をとりまく状況 

32 

 

第２節 高齢者世帯の推移と推計 

国勢調査の結果及び第１節における人口推計の結果等に基づき、本市における総世帯数及

び高齢者のいる世帯数の現況と粗い将来推計をまとめると、以下の表のようになります。 

高齢化の進展に伴って、高齢者夫婦世帯及び高齢者単身世帯（１人暮らし高齢者）の増加

が大きくなり、令和 22 年においては総世帯数のうち約３割となると見込んでいますが、特

に高齢者単身世帯の増加が大きくなると予想されています。具体的には、令和２年の 36,127

世帯（総世帯数に占める割合 14.9％）から、令和７年には 38,539世帯（同 15.7％）へと増

加すると推計されており、さらには令和 22年において 48,815世帯（20.5％）と総世帯のう

ち約２割の世帯が高齢者単身世帯となると見込まれます。 

◇ 高齢者世帯の現況と粗い推計 

 

（単位：件） 

年度 

 

世帯 

国勢調査結果 独自集計  粗い推計 

平成 22年 

（2010年） 

平成 27年 

（2015年） 

令和２年 

（2020年） 
 
令和７年 

（2025年） 

令和 12年 

（2030年） 

令和 17年 

（2035年） 

令和 22年 

（2040年） 

総世帯数 209,570 215,627 241,681  244,863 244,896 242,496 238,352 

高齢者夫婦 

世帯 

世帯数 17,234 20,916 24,230  24,343 24,566 25,382 27,025 

総世帯数

に占める

割合 

8.2% 9.7％ 10.0%  9.9% 10.0% 10.5% 11.3% 

高齢者単身 

世帯 

世帯数 17,470 25,317 36,127  38,539 41,271 44,782 48,815 

総世帯数

に占める

割合 

8.3％ 11.7％ 14.9％  15.7％ 16.9％ 18.5％ 20.5％ 

※ 高齢者夫婦世帯とは、夫婦とも 65歳以上の世帯 

※ 平成 22年・27年は、国勢調査（各年 10月 1日現在）の結果。令和２年は、介護保険システムから抽出

（令和２年８月１日現在）したデータ（住民基本台帳ベース）を独自に集計したものであり、国勢調査等他

の統計とは集計方法が異なる 

※ 総世帯数は松戸市字別世帯数人口表（令和２年７月末日現在）の実績を利用 

※ 令和７年以降は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」（2019年

推計）を用いた粗い推計  

17,234

20,916 24,230 24,343 24,566 25,382 27,025

17,470

25,317
36,127 38,539 41,271

44,782
48,815

0

20,000

40,000

60,000

平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年

高齢者夫婦世帯数 高齢者単身世帯数

（件） 粗い推計
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第３節 要介護・要支援者数の推移と推計 

第１節の人口推計や厚生労働省の『地域包括ケア「見える化」システム』等を用いて、要

介護者・要支援者の現況と将来推計をまとめると、以下の表のとおりとなります。 

65 歳以上人口に対する要介護・要支援認定率は、令和２年度は 17.5％ですが、介護の必

要性が高まる 75 歳以上人口の増加に伴い上昇し、令和 17 年度で 23.4％とピークを迎え、

令和 22 年度には若干下がり 22.5％と推計されます。一方、要介護者・要支援者の総数は、

令和２年度は 22,419 人となっていますが、令和７年度には 26,947 人、令和 22 年度には

33,547人になる等一貫して増加し続けると推計されます。 

◇ 要介護者・要支援者の現況と将来推計 

 

 

介護保険事業計画 第７期 第８期  将来推計 

年度 

要介護度 

平成 30年 

（2018年） 

令和元年 

（2019年） 

令和２年 

（2020年） 

令和３年 

（2021年） 

令和４年 

（2022年） 

令和５年 

（2023年） 
 
令和７年 

（2025年） 

令和 12年 

（2030年） 

令和 17年 

（2035年） 

令和 22年 

（2040年） 

要介護者・要支援

者総数 
20,902 21,963 22,419 23,425 24,237 25,092  26,947 30,687 32,868 33,547 

65 歳以上に対す

る認定率 
16.6% 17.3% 17.5% 18.2% 18.8% 19.3%  20.6% 22.9% 23.4% 22.5% 

要支援１ 2,565 2,768 2,859 3,057 3,170 3,291  3,518 3,925 4,043 3,953 

要支援２ 2,933 3,116 3,044 3,202 3,309 3,411  3,634 4,056 4,227 4,229 

要介護１ 3,522 3,618 3,859 3,960 4,059 4,162  4,476 5,058 5,299 5,273 

要介護２ 4,410 4,569 4,588 4,723 4,879 5,082  5,452 6,206 6,638 6,806 

要介護３ 3,034 3,219 3,408 3,604 3,761 3,889  4,198 4,874 5,403 5,670 

要介護４ 2,546 2,676 2,782 2,919 3,047 3,181  3,441 4,022 4,465 4,697 

要介護５ 1,892 1,997 1,879 1,960 2,012 2,076  2,228 2,546 2,793 2,919 

※ 各年 10月１日時点 

※ 平成 30年～令和２年は実績（介護保険事業報告のデータ） 

※ 令和３年度以降は、厚生労働省の『地域包括ケア「見える化」システム』により推計  

20,902 21,963 22,419 23,425 24,237 25,092 26,947
30,687 32,868 33,54716.6% 17.3% 17.5% 18.2% 18.8% 19.3%

20.6%
22.9% 23.4% 22.5%
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75 歳以上の後期高齢者の住基人口総数に対する認定率について、令和２年度は 28.4％で

すが、令和７年度には 29.8％、令和 22年度には 37.3％に上昇するものと推計されます。 

◇ 年齢別 要介護者・要支援者の現況と将来推計 

 

 

介護保険事業計画 第７期 第８期  将来推計 

年度 

年齢  

平成 30年 

（2018年） 

令和元年 

（2019年） 

令和２年 

（2020年） 

令和３年 

（2021年） 

令和４年 

（2022年） 

令和５年 

（2023年） 
 
令和７年 

（2025年） 

令和 12年 

（2030年） 

令和 17年 

（2035年） 

令和 22年 

（2040年） 

65歳以上 

 

第１号 

被保険者  

要介護者 

要支援者数 
20,191 21,255 21,697 22,697 23,503 24,354  26,211 29,985 32,218 32,955 

住基人口 

総数 
125,704 127,163 128,267 128,744 129,221 129,698  130,652 134,169 140,595 148,805 

認定率 16.1％ 16.7％ 16.9％ 17.6％ 18.2％ 18.8％  20.1％ 22.3％ 22.9％ 22.1％ 

65～74歳 

 

前期 

高齢者 

要介護者 

要支援者数 
2,763 2,755 2,734 2,651 2,552 2,443  2,224 2,186 2,591 2,958 

住基人口 

総数 
63,752 62,029 61,561 59,284 57,007 54,730  50,176 51,234 60,661 68,422 

認定率 4.3％ 4.4％ 4.4％ 4.5％ 4.5％ 4.5％  4.4％ 4.3％ 4.3％ 4.3％ 

75歳以上 

 

後期 

高齢者 

要介護者 

要支援者数 
17,428 18,500 18,963 20,046 20,951 21,911  23,987 27,799 29,627 29,997 

住基人口 

総数 
61,952 65,134 66,706 69,460 72,214 74,968  80,476 82,935 79,934 80,383 

認定率 28.1％ 28.4％ 28.4％ 28.9％ 29.0％ 29.2％  29.8％ 33.5％ 37.1％ 37.3％ 

40～64歳 

 

第２号被
保険者  

要介護者 

要支援者数 
711 708 722 728 734 738  736 702 650 592 

住基人口 

総数 
171,181 172,402 173,418 173,258 173,098 172,938  172,618 164,875 152,138 138,818 

認定率 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％  0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 

※ 各年 10月１日時点 

※ 平成 30年～令和２年は実績（介護保険事業報告のデータ） 

※ 令和３年度以降は、厚生労働省の『地域包括ケア「見える化」システム』により推計  

2,763 2,755 2,734 2,651 2,552 2,443 2,224 2,186 2,591 2,958
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（人）



第２章 松戸市の高齢者をとりまく状況 

35 

 

令和元年度における新規要介護・要支援認定者の男女別の主な疾病状況は以下の通りとな

っており、男性では悪性新生物や脳血管疾患、女性では関節疾患や認知症、骨折・転倒が多

くなっています。 

◇ 性別 新規要介護・要支援認定者の主な疾病状況 

 

 

 男 性 女 性 合 計 

人 数 割 合 人 数 割 合 人 数 割 合 

脳血管疾患 255 13.4％ 175 8.4％ 430 10.9％ 

心疾患 116 6.1％ 98 4.7％ 214 5.4％ 

悪性新生物 413 21.6％ 228 10.9％ 641 16.3％ 

呼吸器疾患 96 5.0％ 40 1.9％ 136 3.5％ 

関節疾患 180 9.4％ 374 17.9％ 554 13.7％ 

認知症 228 11.9％ 348 16.6％ 576 14.3％ 

パーキンソン病 45 2.4％ 33 1.6％ 78 2.0％ 

糖尿病 56 2.9％ 40 1.9％ 96 2.4％ 

視覚・聴覚障害 10 0.5％ 13 0.6％ 23 0.6％ 

骨折・転倒 129 6.8％ 333 15.9％ 462 11.4％ 

脊髄損傷 13 0.7％ 5 0.2％ 18 0.5％ 

高齢による衰弱 61 3.2％ 65 3.1％ 126 3.2％ 

その他 306 16.0％ 339 16.2％ 645 16.1％ 

※ 令和元年度に新規に「要介護１～要介護５」認定を受けた人数 

※ 第 1号被保険者のみ 

※ 国民生活基礎調査の介護票にある疾病分類に基づいて分類   
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過去５か年（平成 27 年度～令和元年度）における要介護（要支援）申請時の年齢及び年

齢階層は以下の通りとなっており、本計画では介護認定を始めて申請する年齢を「健康寿命」

として独自に設定しました。令和元年度時点では 79.7歳となっています。 

 

◇ 過去５か年平成 27年度～令和元年度における 

新規要介護要支援申請時の年齢 

年度 

 

平成 27年 

（2015年） 

平成 28年 

（2016年） 

平成 29年 

（2017年） 

平成 30年 

（2018年） 

令和元年 

（2019年） 

全体（人） 3,432 3,358 3,616 3,977 3,985 

健康寿命年齢（歳） 79.0歳 79.0歳 79.5歳 79.7歳 79.7歳 

 
男

性 

人数（人） 1,656 1,600 1,728 1,832 1,899 

 健康寿命年齢（歳） 78.3歳 78.4歳 79.0歳 79.1歳 79.5歳 

 
女

性 

人数（人） 1,776 1,758 1,888 2,145 2,086 

 健康寿命年齢（歳） 79.6歳 79.5歳 80.1歳 80.2歳 80.0歳 

※ 各年度、１年間に新規に「要支援１～要介護５」の認定を受けた人数 

※ 第１号被保険者のみ 

 

◇ 過去５か年における新規要介護要支援申請時の年齢階層構成割合 

年度 

年齢階層 

平成 27年 

（2015年） 

平成 28年 

（2016年） 

平成 29年 

（2017年） 

平成 30年 

（2018年） 

令和元年 

（2019年） 

65～69歳 11.0％ 11.1％ 9.7％ 8.6％ 7.9％ 

70～74歳 16.2％ 15.4％ 14.5％ 14.1％ 13.9％ 

75～79歳 24.0％ 24.6％ 22.6％ 24.5％ 25.4％ 

80～84歳 27.4％ 27.8％ 29.4％ 27.4％ 27.7％ 

85～89歳 15.4％ 15.6％ 17.4％ 17.8％ 19.0％ 

90歳以上 6.10％ 5.60％ 6.50％ 7.50％ 6.00％ 

合 計 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

※ 新規申請かつ前回介護度が存在しないもので、第１号被保険者の申請日時点の年齢で計上 

（ただし、65歳到達前申請者については 65歳到達時からの認定であるため 65歳として計上） 

  65～69歳

7.9%
70～74歳

13.9%

75～79歳

25.4%
80～84歳

27.7%

85～89歳

19.0%

90歳以上

6.0%

令和元年度2019年度

新規要介護要支援申請時の年齢階層構成割合
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過去５か年における要介護（要支援）申請時の年齢階層別要介護度の平均構成割合は以下

の通りとなっています。 

 

◇ 過去５か年における新規要介護要支援申請時の 

年齢階層別 要介護度平均構成割合 

要介護度 

年齢階層 
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

65～69歳 18.4% 17.7% 16.9% 14.5% 13.1% 10.1% 9.2% 100.0% 

70～74歳 23.3% 16.6% 18.5% 14.7% 9.8% 9.5% 7.6% 100.0% 

75～79歳 26.3% 17.5% 22.6% 11.8% 8.1% 7.7% 5.9% 100.0% 

80～84歳 28.8% 16.7% 24.1% 11.6% 7.1% 6.8% 4.9% 100.0% 

85～89歳 28.4% 15.4% 24.9% 12.4% 7.1% 6.7% 5.2% 100.0% 

90～94歳 22.3% 17.4% 22.8% 13.4% 8.2% 10.1% 5.8% 100.0% 

95～99歳 11.4% 14.8% 19.5% 11.4% 8.1% 21.5% 13.4% 100.0% 

100歳以上 23.1% 7.7% 23.1% 0.0% 7.7% 23.1% 15.4% 100.0% 

平 均 25.8% 16.7% 22.3% 12.6% 8.4% 8.0% 6.1% 100.0% 

  要支援１

25.8%

要支援２

16.7%

要介護１

22.3%

要介護２

12.6%

要介護３

8.4%
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8.0%

要介護５

6.1%

過去５か年における新規要介護要支援申請時

要介護度 平均構成割合



第２章 松戸市の高齢者をとりまく状況 

38 

 

第４節 認知症高齢者の推移と推計 

本市における要介護・要支援の認定を受けている人の認知症高齢者数の人数について粗い

将来推計をまとめると、日常生活自立度ⅠからＭの令和２年時点の合計は約 1.9万人となっ

ており、高齢化の進展に伴って増加し、令和 7年には 2.3～2.4万人に、令和 22年には 2.9

～3.0 万人になると推計されます。特に令和 22年に向けて、90 歳以上の方における認知症

の人の人数が増加すると推計されます。 

◇ 年齢区分別 認知症高齢者数の現況と将来推計 

 

 

 

◇ 認知症高齢者の日常生活自立度 

ランク 判 断 基 準 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 

Ⅱa 家庭外で 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、

誰かが注意していれば自立できる。 Ⅱb 家庭内でも 

Ⅲa 日中を中心として 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが見られ、介護を必

要とする。 Ⅲb 夜間を中心として 

Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 

Ｍ 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。   
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◇ 年齢区分別 認知症高齢者数の現況と将来推計一覧表 

（単位：人） 

介護保険事業計画 第７期 第８期  将来推計 

年度 

年齢 

令和２年 

（2020年） 

令和３年 

（2021年） 

令和４年 

（2022年） 

令和５年 

（2023年） 
 
令和７年 

（2025年） 

令和 12年 

（2030年） 

令和 17年 

（2035年） 

令和 22年 

（2040年）

全体 18,937 19,801 20,664 21,528  23,256 26,830 28,953 29,656 

 65～69歳 643 627 611 595  563 666 788 849 

 70～74歳 1,447 1,379 1,312 1,244  1,109 974 1,153 1,372 

 75～79歳 2,898 2,956 3,013 3,071  3,186 2,448 2,155 2,553 

 80～84歳 4,614 4,831 5,049 5,266  5,701 6,360 4,913 4,353 

 85～89歳 5,067 5,363 5,658 5,954  6,545 8,180 9,343 7,286 

 90歳以上 4,268 4,645 5,021 5,398  6,151 8,203 10,600 13,243 

 

男

性 

 6,499 6,753 7,007 7,262  7,770 8,726 9,264 9,503 

 65～69歳 372 363 355 346  329 396 465 499 

 70～74歳 742 707 673 638  569 505 612 721 

 75～79歳 1,219 1,243 1,267 1,291  1,338 1,029 919 1,122 

 80～84歳 1,643 1,713 1,783 1,852  1,992 2,227 1,719 1,552 

 85～89歳 1,558 1,648 1,738 1,827  2,007 2,470 2,843 2,213 

 90歳以上 965 1,079 1,193 1,307  1,535 2,101 2,707 3,396 

 

女

性 

 12,438 13,048 13,657 14,267  15,486 18,104 19,689 20,153 

 65～69歳 271 264 256 249  235 270 323 349 

 70～74歳 705 672 639 606  540 469 541 651 

 75～79歳 1,679 1,713 1,747 1,780  1,848 1,419 1,236 1,432 

 80～84歳 2,971 3,119 3,266 3,414  3,709 4,133 3,194 2,801 

 85～89歳 3,509 3,715 3,921 4,126  4,538 5,711 6,501 5,073 

 90歳以上 3,303 3,566 3,828 4,091  4,616 6,102 7,893 9,847 

※ 令和２年は実績値（４月１日） 

※ 令和３年以降は人口推計を基に各年の変化率により男女別・年齢区分別に推計 

 

また、認知症高齢者の日常生活自立度別割合は以下の通り推計されています。なお、日常

生活自立度がⅠの人は、ほぼ自立している状態ですが、認知機能低下の進行を遅らせる必要

があります。 

◇ 認知症度別 認知症高齢者割合の現況と将来推計 

 

30.2% 30.1% 30.0% 29.9% 29.8% 29.2% 28.5% 27.9%
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5.3% 5.3% 5.4% 5.4% 5.5% 5.6% 5.8% 6.0%
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年

Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ Ｍ



第２章 松戸市の高齢者をとりまく状況 

40 

 

◇ 認知症高齢者の日常生活自立度別 認知症高齢者数の現況と将来推計一覧表 

（単位：人） 

介護保険事業計画 第７期 第８期  将来推計 

年度 

ランク 

令和２年 

（2020年） 

令和３年 

（2021年） 

令和４年 

（2022年） 

令和５年 

（2023年） 
 
令和７年 

（2025年） 

令和 12年 

（2030年） 

令和 17年 

（2035年） 

令和 22年 

（2040年）

全体 18,937 19,801 20,664 21,528  23,256 26,830 28,953 29,656 

 Ⅰ 5,726 5,965 6,203 6,442  6,919 7,823 8,238 8,270 

 Ⅱa 2,031 2,117 2,204 2,290  2,463 2,808 2,985 3,025 

 Ⅱb 5,243 5,489 5,736 5,982  6,475 7,501 8,113 8,323 

 Ⅲa 3,656 3,835 4,013 4,192  4,550 5,352 5,918 6,148 

 Ⅲb 1,006 1,059 1,113 1,166  1,273 1,513 1,683 1,766 

 Ⅳ 1,204 1,262 1,319 1,377  1,492 1,743 1,923 2,031 

 Ｍ 71 73 76 78  83 90 94 93 

※ 令和２年は実績値（４月１日） 

※ 令和３年以降は人口推計を基に各年の変化率により認知症高齢者の日常生活自立度別に推計 

 

要支援・要介護認定者のうち、認知症高齢者の日常生活自立度別Ⅱ以上の人の割合は以下

の通り推計されています。 

◇ 要支援・要介護者数に対する認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合 

介護保険事業計画 第７期 第８期  将来推計 

年度 

 

令和２年 

（2020年） 

令和３年 

（2021年） 

令和４年 

（2022年） 

令和５年 

（2023年） 
 
令和７年 

（2025年） 

令和 12年 

（2030年） 

令和 17年 

（2035年） 

令和 22年 

（2040年）

全体 18,937 19,801 20,664 21,528  23,256 26,830 28,953 29,656 

 
うち Ⅰ（人） 5,726 5,965 6,203 6,442  6,919 7,823 8,238 8,270 

 
うち Ⅱ～Ｍ（人） 13,211 13,836 14,461 15,086  16,336 19,007 20,715 21,386 

要支援・要介護者数（人） 21,697 22,697 23,503 24,354  26,211 29,985 32,218 32,955 

認知症（Ⅰ）／要支援・要

介護者数（％） 
26.4％ 26.3％ 26.4％ 26.5％  26.4％ 26.1％ 25.6％ 25.1％ 

認知症（Ⅱa～M）／要支

援・要介護者数（％） 
60.9％ 61.0％ 61.5％ 61.9％  62.3％ 63.4％ 64.3％ 64.9％ 
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第５節 事業対象者の推移と推計 

平成 27 年から開始した介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者の現況と将来推計

をまとめると、次の表のとおりとなります。 

平成 30年（2018年）に 1,050人、令和２年（2020年）は 913人となっており、短期的に

は減少傾向にありますが、今後の高齢化の進展に伴って将来的には増加すると見込まれてお

ります。 

介護予防・日常生活支援総合事業は生活機能の維持改善を図り要介護状態となることを予

防し、高齢になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていくための事業であること

から、より一層制度の周知を図り、必要に応じた適切な利用を推進します。 

 

◇ 事業対象者数の現況と将来推計一覧表 

（単位：人） 

※ 令和２年までは実績値（各年 10月１日） 

※ 令和３年以降は人口推計を基に令和２年度からの変化率により男女別・年齢区分別に推計   

介護保険事業計画 第７期 第８期  将来推計 

年 

年齢 

平成 30年 

（2018年） 

令和元年 

（2019年） 

令和２年 

（2020年） 

令和３年 

（2021年） 

令和４年 

（2022年） 

令和５年 

（2022年） 
 令和７年 

（2025年） 

令和 12年 

（2030年） 

令和 17年 

（2035年） 

令和 22年 

（2040年） 

全体 1,050 988 913 946 984 1,017 1,086 1,204 1,227 1,189 

 65～69歳 40 26 21 21 20 19 18 22 26 28 

 70～74歳 112 99 92 87 84 79 70 62 72 87 

 75～79歳 214 218 183 186 190 194 201 155 136 160 

 80～84歳 342 311 266 278 292 304 329 367 284 251 

 85～89歳 257 245 259 274 289 304 334 419 477 373 

 90歳以上 85 89 92 100 109 117 134 179 232 290 

 

男 
性 

 348 319 291 300 312 322 342 378 393 390 

 65～74歳 65 55 48 46 44 42 38 38 46 52 

 75歳以上 283 264 243 254 268 280 304 340 347 338 

 

女 

性 

 702 669 622 646 672 695 744 826 834 799 

 65～74歳 87 70 65 62 60 56 50 46 52 63 

 75歳以上 615 599 557 584 612 639 694 780 782 736 
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第６節 在宅医療等需要の推移と推計 

平成 26年に成立した「医療介護総合確保推進法」により、平成 27年４月より、都道府県

は「地域医療構想」を策定しなければならないこととされました。地域医療構想は、2025年

に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに 2025 年の医療需要と病床

の必要量を推計し定めるものです。 

千葉県においては、平成 28 年３月に地域医療構想が策定され、東葛北部区域（松戸市、

野田市、柏市、流山市、我孫子市）における将来の必要病床数と在宅医療等の必要量が定め

られました。松戸市介護保険運営協議会において、地域医療構想で定められた数値に基づき、

本市における在宅医療等の需要（患者数）の推移を粗く推計したところ、2013 年から 2025

年にかけて、3,875人／日から 6,672人／日へと、在宅医療等の需要が 72.2％の大幅な増加

になるものと推計されました。 

 

◇ 松戸市における医療需要の粗い推計 

 
平成 25年 

（2013年）

令和７年 

（2025年） 

 

令和 17年 

（2035年） 

 

令和 22年 

（2040年） 

 

平成 25年⇒令和７年の変化 対平成 25年 対平成 25年 

増加数 増加率（％） 増加率（％） 増加率（％）

入院患者数（人/日） 2,470 3,557 1,087 44.0％ 3,829 55.0％ 3,730 44.0％ 

在宅医療等の需要 

（患者数）（人/日） 
3,875 6,672 2,797 72.2％ 8,060 108.0％ 7,711 99.0％ 

 

※ 地域医療構想で定められた東葛北部区域の入院患者数・在宅医療等の需要（患者数）を増加率に基づき、５

市間の総人口比（推計値）で配分することにより算出 

※ 在宅医療等：厚生労働省の地域医療構想ガイドラインにおいては、「居宅、特別養護老人ホーム、軽費老人

ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所で

あって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応可能

な患者の受け皿となることも想定」することとされている 

 

資料出所： 

・ 千葉県「千葉県保健医療計画（地域医療構想・基準病床数・評価指標）」（平成 30年３月） 

・ 千葉県「千葉県年齢別・町丁字別人口（平成 25年度）」 

・ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30年３月推計）」  
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第１節 前期計画における重点施策の評価 

「松戸市総合戦略（平成 27 年度策定）」は、「少子高齢化に対応する、特色ある自立した

都市～多世代がともにいきいきと暮らすことができるまち～」という本市の将来像に向けて

重点的に取り組むための基本目標・具体的な施策をまとめたものとなります。 

前回の「いきいき安心プランⅥまつど」策定時においては、松戸市総合戦略における以下

の基本目標を実現する観点から、具体的内容の検討を行いました。 

【松戸市総合戦略の基本目標２】 

高齢者がいつまでも元気に暮らせるまちづくり 

１ 高齢になっても健康で暮らすことができるまち 

２ 医療や介護が必要になっても安心して暮らすことができるまち 

 

検討の結果、松戸市総合戦略における基本目標や、「可能な限り、住み慣れた自宅や地域

で生活し続けたい」という多くの市民の希望を実現するため、計画が目指すビジョン（将来

像）として「地域包括ケアシステムの深化・推進」とし、ビジョンの実現に向けた施策検討

において６つの重点施策を定め、これらの重点施策を積極的に推進することとしました。 

 

 

 

いきいき安心プランⅦまつど策定に向け、いきいき安心プランⅥまつどにて設定した６つ

の重点施策、並びに設定した項目・目標について、令和２年度中に点検評価を行い、結果に

ついては次の通りとなります。   

いきいき安心プランⅥまつど 

  計画が目指すビジョン「地域包括ケアシステムの深化・推進」 

【６つの重点施策】 

１ 住み慣れた地域で暮らし続けるための介護サービスの充実 

２ 在宅医療・介護連携の強化 

３ 介護予防・生活支援の推進 

４ 認知症対策の充実 

５ 地域共生社会に向けた取組の推進 

６ 介護人材の確保・育成・定着 
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※ 評価方法について 

◎・・・目標を大幅に達成できた 

〇・・・目標を概ね達成できた 

△・・・目標を概ね達成できたが、課題の検討が必要である 

 

重点施策１ 住み慣れた地域で暮らし続けるための介護サービスの充実 

項 目 実 績 評価 評価に対するコメント 

(1) 

重度者向け

在宅サービ

スの整備・普

及 

令和元年 11月 11日付『広報まつど』介護

保険特集号において、重度者向け在宅サー

ビスの紹介を行い、市民への啓発を図ると

ともに、令和 2 年 1 月 18 日に小規模多機

能を舞台とした映画『ケアニン』の上映会

や、講演会を実施した。また、介護支援専

門員（ケアマネジャー）向けに定期巡回の

事例紹介等を実施した。 

〇 

市民アンケートの調査結

果によると、サービスの認

知度は３０％程度であっ

たが、使ってみたいという

ニーズは高い傾向にあっ

た。 

(2) 

利用状況と

ニーズを踏

まえた施設・

居住系サー

ビスの整備 

小規模多機能サービスの整備推進として、

未整備圏域の整備に市独自の補助金の上乗

せ制度を創設した。特別養護老人ホームや

地域密着型サービスの利用状況を定期的に

調査し、利用動向、ニーズ把握に努めた。 

◎ 

小規模多機能サービスは、

新たに３圏域（明第一、六

実六高台、五香松飛台）に

整備される等、ニーズを踏

まえた補助により一定の

成果を上げた。 

(3) 

介護サービ

スの整備目

標 

令和元年度の整備目標については、認知症

対応型グループホーム 18 床が新規整備さ

れ、看護小規模多機能型居宅介護が１か所

整備されたが、１施設は令和２年度に繰り

越した。令和２年度は特別養護老人ホーム

の増床 80床、看多機１か所が整備中だが、

工事遅れにより完成は令和３年度となる見

込み。 

△ 

概ね目標を達成している

が、グループホームでは廃

止となった事業者が発生

したため、新たな補充が必

要と考えている。 

 

総 評 

住み慣れた地域で暮らし続けるための介護サービスについては、重度者向け

在宅サービスの整備はおおむね順調に進んだが、一方で廃止となった施設も

あったことから、今期計画において総合的に需給動向を俯瞰して整備すると

ともに、サービスについても普及啓発を行う必要がある。   
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重点施策２ 在宅医療・介護連携の強化 

項 目 実 績 評価 評価に対するコメント 

(1) 

在宅医療・介

護連携支援

センターの

創設 

在宅医療・介護連携支援センターを平成 30

年度に創設し、平成 30 年度相談件数 335

件、アウトリーチ件数 40件、令和元年度相

談件数 421 件、アウトリーチ件数 46 件と

令和２年度の目標（相談 200件、アウトリ

ーチ 40件）を達成した。 

◎ 

在宅医療・介護連携支援セ

ンターの創設により、在宅

医療・介護連携支援におけ

る専門的な相談機能等が

強化された。 

(2) 

在宅医療・介

護連携推進

事業の充実 

在宅医療・介護連携支援センターの創設に

より、地域に幅広く存在する医療関連の相

談事例への対応が強化された。在宅医療に

参入した医療機関の数については、平成 31

年度末で４件であった。 

〇 

地域包括支援センター、介

護支援専門員（ケアマネジ

ャー）等への支援を幅広く

展開できた。また、障害分

野等多領域の相談が約２

割あり、世帯全体の課題の

把握と支援を実施した。 

 

総 評 

在宅医療・介護連携の強化については、在宅医療・介護連携支援センターを創

設し、相談件数についても計画通りの実績が上がっており、在宅医療・介護連

携推進のための専門的な相談機能・執行機能の強化が図られた。   
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重点施策３ 介護予防・生活支援の推進 

項 目 実 績 評価 評価に対するコメント 

(1) 

都市型介護

予防モデル

「松戸プロ

ジェクト」の

推進 

元気応援くらぶ（通いの場)は 57団体を整

備した。また、プロボノチャレンジ（仕事

で培った能力や経験を活かし、通いの場の

運営者等が抱えている課題を解決に導くた

めのボランティアを活用した支援）を実施

し、通いの場の活動や運営を支援した。パ

ートナー（間接支援型）については、10人

からの協力を得た。そのほかにも様々な企

業・団体から参加希望や相談を受けており、

都市型介護予防モデルの構築に努めた。 

〇 

通いの場等住民主体の主

体的な地域活動・社会参加

の推進を実現した。松戸プ

ロジェクトを開始した平

成 28 年から令和元年度末

まで、一般高齢者の社会参

加は 5.3%増加した。 

プロジェクトのアナウン

ス効果により、グリーンス

ローモビリティの実証実

験の導入等につながった。 

(2) 

地域の支え

合いによる

外出支援の

推進 

地域ケア会議等を通じて介護事業者の車両

や送迎バスの試験的活用、地域包括支援セ

ンターとオレンジ協力員による外出・買い

物支援を実施した。また、企業や専門職団

体、行政と高齢者等により高齢者向けの運

転技術検証やグリーンスローモビリティ実

証試験等を実施した。 

○ 

既存の交通手段の活用拡

大や新たな移動、買い物支

援が実施された。それを支

える地域のボランティア

育成も図られており、地域

課題の解決に向けた取組

が検討された。 

(3) 

生活支援体

制の整備 

第１層生活支援コーディネーターを高齢者

支援課、第２層生活支援コーディネーター

を地域包括支援センターと NPO協議会に配

置した。コーディネーター会議や２層ワー

キング、地域づくり交流会を開催すること

で方向性の確認、地域での実践、地域への

還元を体系的に実施することができた。令

和２年度から、第２層生活支援コーディネ

ーターを NPO協議会に一本化し、窓口を明

確化することで、地域とのつながりを醸成

しつつ、地域課題に沿った生活支援体制に

ついて整備を進めた。 

〇 

15 地区それぞれの地域で

抱える課題について関係

者を巻き込み、事業を展開

することができた。地域の

ネットワークを構築し、地

域をつなげていくために、

地域住民や地域資源との

接点を増やしながら進め

ていくことが課題となっ

ている。 

 

総 評 

介護予防・生活支援の推進については、一般高齢者の社会参加が 5.3％増加し

たという松戸プロジェクトの研究結果からも、概ね順調に進んだものと認識

しており、引き続き地域資源を活用し連携を図りながら進める。 
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重点施策４ 認知症対策の充実 

項 目 実 績 評価 評価に対するコメント 

(1) 

認知症にお

ける地域支

援の推進 

認知症への理解を深める普及啓発として実

施している認知症サポーター養成講座の受

講者数は令和２年度目標である 26,000 人

を達成した。加えて、市役所職員のサポー

ター養成は目標である 100％を達成した。

また、認知症の人と家族が、住み慣れた地

域で安心して生活を続けられるように、「オ

レンジ協力員個別支援マニュアル（地域包

括支援センター向け）」を作成した。新型コ

ロナウイルス感染症の影響で、オレンジ協

力員による屋内活動ができない状況が続い

たが、幅広い普及啓発と見守り活動として、

３地域で行っていたパトウォークを 15 地

域に拡大し、実施した。 

◎ 

認知症への理解を深め、認

知症の人や家族を応援す

る認知症サポーター養成

講座の受講者数について

は目標値を達成できた。対

象者においては小中高校

生等、若い世代にむけても

実施している。認知症サポ

ーター養成講座を受け、オ

レンジ協力員として登録

した方の活動の場として、

オレンジパトウォークや

個別支援が広がった。 

(2) 

認知症の早

期支援・予防

の推進 

医療・介護連携に基づき軽度認知症の把握・

ケアマネジメントを行う「まつど認知症予

防プロジェクト」を実施し、令和２年度目

標 250件を達成した。 
○ 

本事業の実施効果を確認

しながら、マニュアルの改

訂を通じて、高齢者本人や

実施機関が取り組みやす

い運用方法等を今後も展

開させていく。 

 

総 評 

認知症対策の充実については、概ね計画通りの実績が上がっている。次期計画

においても引き続き実施していくとともに、更なる充実に努め、認知症対策の

推進を図っていく。 
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重点施策５ 地域共生社会に向けた取組みの推進 

項 目 実 績 評価 評価に対するコメント 

(1) 

基幹型地域

包括支援セ

ンターの共

生窓口への

深化 

平成 30年度に「福祉まるごと相談窓口」を

設置した。相談内容について、新規相談者

の対象分類を見ると、何かしらの障害があ

る方の相談が平成 30 年度実績では４割以

上、令和元年度実績では３割以上を占める

結果となった。年齢区分別で比較すると、

40 代からの相談が２年連続で最多であっ

た。また、相談体制について、平成 30年度

は相談員２名体制であったが、令和元年度

より５名体制とし、内３名を包括化推進員

として市内３環境区へ配置した。 

◎ 

相談内容、年齢幅ともに広

範囲となっており、今後も

地域の身近な相談窓口と

して、多分野の課題に取り

組んでいく。 

(2) 

多分野にお

ける相談機

関の連携の

推進 

多分野における相談機関で構成される「福

祉相談機関連絡会」を定期的・継続的に開

催した。参加機関を増やし、多分野におけ

る相談機関の連携を推進した。 

◎ 

参加団体から提供された

事例の検討を通して情報

交換と連携強化を図った。 

(3) 

在宅医療・介

護連携支援

センターに

おける多分

野対応 

多分野にまたがる幅広い相談支援を行うこ

とを目的に、平成 31年度より相談支援包括

化推進員を配置。世帯全体の複合的・複雑

化したニーズを捉え、本質的な課題の見立

て（アセスメント）を行い、多様な機関と

連携し必要な支援のコーディネートを及び

相談支援機関等による支援の実施状況把握

を行う。 

〇 

相談支援包括化推進員を

配置したことにより、世帯

全体の複合的・複雑化した

ニーズの把握、課題の抽出

を行い、多様な機関と連携

し必要な支援を実施でき

た。 

(4) 

包括的な地

域保健体制

の構築 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実

施にかかわる会議や松戸市糖尿病対策推進

ネットワーク会議等、保健分野における連

携会議を定期的に開催した。 

世代別施策の連携に基づく包括的な疾患・

介護予防を推進するため、各分野における

課題を共有し、活動の方向性を確認した。 

○ 

保健分野の管理職が一同

に会することで、顔の見え

る関係となり、各分野での

取り組み、方向性、課題等

を共有することで、健康課

題を把握し、生涯を通じた

健康づくりの推進へとつ

ながった。 

(5) 

地域ケア会

議における

共生対応の

推進 

地域住民が地域の課題を認識し、自分たち

で解決する意識を醸成するとともに、地域

の課題や資源を持ち寄り、地域ケア会議に

結集していく仕組みづくりを目的に地域づ

くりフォーラムを開催した。 

○ 

普段地域に参加すること

がない層に対してアプロ

ーチすることができた。 

 

総 評 

地域共生社会に向けた取組みの推進については、どの項目においても概ね計

画通りの実績になっているため、次期計画においても引き続き取り組んでい

くともに、地域共生社会の実現に向けて、施策を更に充実していく必要があ

る。 
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重点施策６ 介護人材の確保・育成・定着 

項 目 実 績 評価 評価に対するコメント 

(1) 

参加支援の

推進 

未経験者の正規雇用につなげる人材育成事

業や、事業者団体との協働により、合同就

職相談会を年２回実施した。また、介護職

のイメージアップ・モチベーションアップ

として、『広報まつど』特集号において介護

職員の「いい介護」の取り組みを紹介し、

広く市民への啓発にも努めた。 

〇 

人材育成事業については、

新規参入への大きな後押

しとして定着している。ま

た、イメージアップについ

ても各事業者団体と協働

している。 

(2) 

雇用管理改

善の推進 

介護職員の定着を促進させる一環として、

市内事業所に勤務する職員の、初任者研修

や実務者研修受講の費用助成制度を創設

し、補助した。 

◎ 

研修費用助成に加え、事業

所内保育施設への補助等

を通じて、定着支援を図っ

ている。 

(3) 

処遇改善の

推進 

平成 30年度報酬改定にあわせ、介護報酬に

おける地域区分の引き上げを実施し、市内

事業者に対し引き上げ分の介護職員への還

元を要請するとともに、令和元年 10月から

の特定処遇改善加算の取得促進の啓発に努

めた。 

△ 

処遇改善加算の啓発以外

の新たな事業についての

展開が課題であると考え

る。 

 

総 評 

介護人材の確保・育成・定着については、概ね計画期間中に一定の成果があが

っていることから、本計画おいても継続して実施するとともに、処遇改善につ

いては課題があることから、施策の展開が必要である。 
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第１節 いきいき安心プランⅦまつど基本理念とビジョン 

１．いきいき安心プランⅦまつどの基本理念 

「松戸市総合戦略（平成 27 年度策定）」は、「少子高齢化に対応する、特色ある自立した

都市～多世代がともにいきいきと暮らすことができるまち～」という本市の将来像に向けて

重点的に取り組むための基本目標・具体的な施策をまとめたものとなります。 

前回の「いきいき安心プランⅥまつど」策定時においては、松戸市総合戦略における以下

の基本目標を実現する観点から、具体的内容の検討を行いました。 

【松戸市総合戦略の基本目標２】 

高齢者がいつまでも元気に暮らせるまちづくり 

１ 高齢になっても健康で暮らすことができるまち 

２ 医療や介護が必要になっても安心して暮らすことができるまち 

 

今回の「いきいき安心プランⅦまつど」策定にあたり、松戸市総合戦略の基本目標である

「高齢者がいつまでも元気に暮らせるまちづくり」について、「可能な限り、住み慣れた自

宅や地域で生活し続けたい」という多くの市民の希望を継続して実現するため、引き続き、

本市の将来像に向けて重点的に取り組むための基本目標とし、「いきいき安心プランⅦまつ

ど」における基本理念として設定することとしました。 

   

いきいき安心プランⅦまつど 基本理念 

「高齢者がいつまでも元気に暮らせるまちづくり」
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２．いきいき安心プランⅦまつどが目指すビジョン（将来像） 

団塊世代が 75歳を迎える令和７年（2025年）に向けた取り組みを「地域包括ケアシステ

ムの実現」として短期的視野に設定するとともに、需要（支えられる側）が増加し、供給（支

える側）が減少するといった時代の変化を見据え、団塊ジュニア世代が 65 歳を迎える令和

22 年（2040 年）に向けた取り組みを『時代の変化に対応できる安定的で持続可能な社会の

実現』として長期的視野に設定し、いきいき安心プランⅦまつどが目指すビジョンの検討を

行いました。 

令和７年（2025年）及び令和 22年（2040年）を見据え、いきいき安心プランⅦまつどの

計画策定期間である令和３年度から５年度については、可能な限り高齢者の社会参加を促進

するとともに、健康寿命の延伸、フレイル予防や介護予防を推進し、高齢者がいつまでも元

気に暮らせるまちを目指していくことから、いきいき安心プランⅦまつどが目指すビジョン

としては「高齢者の社会参加の促進と予防の推進」とすることとしました。 

 

 

 

 

   

2040年 ： 団塊ジュニア世代が 65歳を迎える 

『時代の変化に対応できる安定的で持続可能な社会』の実現 

2025年 ： 団塊世代が 75歳を迎える 

地域包括ケアシステムの実現 

 長期的 
視野 

 
中期的 
視野 

 短期的 
視野 

需要の増加 
供給の減少 
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第２節 いきいき安心プランⅦまつど重点施策と施策体型 

１．いきいき安心プランⅦまつどにおける重点施策 

「いきいき安心プランⅦまつど」の基本理念である「高齢者がいつまでも元気に暮らせる

まちづくり」に基づき、需要（支えられる側）が増加し、供給（支える側）が減少するとい

った時代の変化に対応するとともに、「高齢者の社会参加の促進と予防の推進」とするビジ

ョンを実現するため、前期計画における重点施策の評価やアンケート調査結果、関係会議の

検討結果等を踏まえ、需要を逓減し、供給を適正化する施策の検討を行いました。 

需要の逓減については、就労的活動支援コーディネーター等による多様な就労を促進する

こと、通いの場等住民の主体的な地域活動や社会参加を促進すること、また、そのためにも

日々の健康づくりと介護予防・フレイル予防の推進を図ることして「生涯現役社会・健康寿

命の延伸」を計画の１つ目の柱として設定しました。 

また、需要の逓減、供給の適正化双方の観点において、参加と協働を推進するための社会

的支援を推進すること、認知症の人や若年性認知症の人への支援を充実していくこと、それ

らの支援を推進・充実するため地域包括支援センターの機能強化を図ることとして「多世代

型地域包括ケアシステムの推進」を計画の２つ目の柱として設定しました。 

さらには、供給の適正化について、在宅介護サービス等の充実と在宅医療介護連携を推進

すること、地域の実情に合わせた整備を行うこと、介護人材の確保・定着及び資質の向上に

向けた取り組みを推進することとして「介護サービスの適正な供給」を計画の３つ目の柱と

して設定しました。 

 

 

 

また、３つの計画の柱それぞれについて、現状の課題分析より重点的に取り組むべきとさ

れる項目を「重点施策」として設定し、計画の柱実現のための施策項目について設定を行い

ました。 

● 計画の柱１ 生涯現役社会・健康寿命の延伸 

● 計画の柱２ 多世代型地域包括ケアシステムの推進 

● 計画の柱３ 介護サービスの適正な供給 

需要の 

逓減 

供給の 

適正化 
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加齢とともに心身の機能が低下し、要介護状態に至る前段階であるフレイルを予防するた

めには、早期からの運動、栄養、社会参加が重要であることから、令和２年４月から開始し

たフレイル予防事業について、対象範囲の拡大等、施策の展開を検討しました。 

   

● 計画の柱１ 生涯現役社会・健康寿命の延伸 

健康寿命の延伸に向けたフレイル予防の推進 

加齢とともに心身の機能が低下し、要介護状態に至る前段階である 

フレイルを予防するためには、早期からの運動、栄養、社会参加が重要 

フレイル予防事業開始（令和２年４月～） 

家庭訪問 
電話等 

健康を維持 

健康寿命の 
延伸 

介入により 
介護を予防！ 

 

高齢者のフレイル予防の推進 
介護予防・日常生活支援 

総合事業の推進 

都市型介護予防モデル 

「まつどプロジェクト」の推進 

訪問 

専門職が積極的 

に関与 

歯科衛生士 

栄養士 

保健師 

KDB分析により 

アプローチ対象 

者の抽出 

地域の健康 

課題を把握 

ポピュレーションアプローチ 

通いの場におけるフレイル予防チャレンジ 

・健康に関する講話 

・フレイルチェック票 

・体力測定 

・フレイル予防メニュー提示 

健康状態不明者・低栄養者に介入 

ハイリスクアプローチ 

・フレイルチェック票 

・健康診査・歯科健診の案内 

・栄養・歯科のアドバイス 

・通いの場紹介 

・介護予防、認知症予防のアドバイス 

対象者に合わせてつなぐ 
・病院・診療所 
・歯科医院 
・地域包括支援センター 
・通いの場 等 

対
象
範
囲
の
拡
大
等
を
検
討 

フレイル予防 重点施策 
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地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、

相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業

を推進する等、施策の展開を検討しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

介護人材確保対策の戦略について、川の上流と下流のようにそれぞれの状態に合わせた対

策が必要であるとし、施策の展開を検討しました。   

１５か所の地域包括支援センター 

属性や世代を問わない相談窓口 

子ども・障害・生活困窮分野についても 

相談を受け止め支援機関との連携を図る 

共生の視点を持った地域づくり 

地域資源の育成と有機的活用 

支援機関とのネットワークを活用し、相談支援体制を構築していく 

基幹型地域包括支援センター 

多分野相談機関との連携強化 

福祉相談機関連絡会や福祉まるごと
相談窓口の活動等を通じた連携強化 

事業評価を通じた機能強化 

各センターの事業評価分析や、好事
例の横展開を通して質の向上を図る 

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、 

相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業を推進し、 

地域包括ケアシステムの深化・推進を図ります 

～地域包括支援センターの機能強化～ 

評価指標 

地域の予防活動等社会資源の 

新規立ち上げ数 

ICTを活用した業務の推進 

会議等において積極的に ICTを活
用し業務の簡素化・効率化を検討 

評価指標 

包括事業評価の平均点 

地域包括ケアシステムの深化・推進 重点施策 

多様な主体の確保 重点施策 

相談 

報告 
総合調整 

後方支援 

● 計画の柱２ 多世代型地域包括ケアシステムの推進 

● 計画の柱３ 介護サービスの適正な供給 

次期計画「介護人材確保」対策の戦略について 

～川の上流と下流のようにそれぞれの状態に合わせた対策が必要～ 

『川上』の問題 

水源：下流の水不足は、源流で水
源が枯渇し始めている証拠 

     →別の水源の開発 

河川改修の鉄則『下流から上流へ』 

方策（１）【川上対策】 
多様な就労・社会参加を促進 

①女性・②高齢者・③外国人 

方策（３）【川下対策①】 
介護現場の環境整備・処遇改善 
 社会的評価・賃金・就労環境の向上 

既に我が国では人口減少が始まっており、人口構造の推移を見ると、2025年
以降、「高齢者の急増」から「現役世代」である「生産年齢人口（15歳以上
65歳未満）」の急速な減少へと局面が変化しつつある。 【2040年問題】 

方策（２）【間接的対策】 
介護需要そのものを減少させる 
 健康寿命の延伸、介護・認知症予防 

方策（４）【川下対策②】 
介護現場の効率化・省力化 
 ICT、ＡＩ、介護ロボット等の活用 

『川下』の問題 
水が少ない・少ない水の奪い合い ＝介護人材争奪戦 
⇒ 水需要の逓減   健康寿命の延伸・介護予防 
⇒ 漏水の防止    離職防止 環境整備 
⇒ 少ない水（節水） 生産性向上による省力化 出典：久留善武氏 立教大学講義資料を一部改変 



第４章 「いきいき安心プランⅦまつど」の骨子 

60 

 

 

 

 

   

施策１ 在宅介護サービスの充実と在宅医療・介護連携の推進 

施策２ 地域の実情に合わせた住まいの確保と施設整備 

● 計画の柱３ 介護サービスの適正な供給 

施策３ 介護人材の確保・定着及び資質向上に向けた取り組みの推進 

施策１ 地域共生社会に向けた参加と協働の推進による社会的支援の体制強化 

施策２ 認知症施策の総合的な推進 

● 計画の柱２ 多世代型地域包括ケアシステムの推進 

施策３ 地域包括支援センターの機能強化 

● 計画の柱１ 生涯現役社会・健康寿命の延伸 

施策１ 生涯現役社会の実現に向けた多様な就労・社会参加支援の促進 

施策２ 健康寿命の延伸に向けたフレイル予防の推進 
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（１）生涯現役社会の実現に向けた就労支援の推進 

（２）高齢者によるボランティア活動の支援と参加促進に向けた取り組み 

（３）地域活動・地域交流を通じた生きがいづくりの推進 

（１）高齢者のフレイル予防の推進 

（２）一般介護予防事業の推進 

（３）都市型介護予防モデル「松戸プロジェクト」の推進 

（１）多様な見守りネットワーク構築の推進 

（２）生活支援体制の整備 

（３）安全・安心な生活環境の確保 

（４）権利擁護の推進と消費者被害の防止 

（１）認知症に対する正しい理解の普及・社会的支援の推進 

（２）認知症予防の推進 

（３）認知症が疑われる人や認知症の人への支援の充実 

（１）多様な人材の参入促進 

（２）介護人材定着のための取り組み支援と資質向上支援 

（３）介護現場の革新による好循環の実現 

（１）地域包括支援センターの多世代型対応への深化 

（２）事業評価を通じた地域包括支援センターの機能強化 

（３）ICTを活用した地域包括支援センター業務の推進 

（１）在宅介護サービスの整備・充実 

（２）家族介護支援事業の推進 

（３）介護サービスの質の確保・向上 

（４）切れ目のない医療と介護の提供体制の構築推進 

（５）在宅医療・介護連携支援センターの機能強化 

（１）地域の実情に合わせた高齢者向け住まいの確保 

（２）住宅環境の整備 

（３）地域の実情に合わせた施設・居住系サービスの整備 
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計画の柱１ 生涯現役社会・健康寿命の延伸 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

指 標 
現状値 目標値 

令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

要介護・要支援申請時の年齢 79.7歳 79.8歳 79.9歳 80.0歳 

指 標 
現状値 目標値 

令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

シルバー人材センター 

就業実人数 
1,751人 1,793人 1,871人 1,951人 

指 標 
現状値 目標値 

令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護支援ボランティア 

登録箇所数 
100箇所 106箇所 114箇所 122箇所 

（１）生涯現役社会の実現に向けた就労支援の推進 

① 就労に関する説明会・再雇用促進セミナー開催による就労活動の支援 

② ハローワーク等との連携による就労支援の推進 

③ シルバー人材センターを通じた就労支援の推進 

（２）高齢者によるボランティア活動の支援と参加促進に向けた取り組み 

① 社会参加を通じて地域に貢献するボランティア活動の支援と参加促進 

② ボランティアセンター・地区社会福祉協議会の活動支援 

（３）地域活動・地域交流を通じた生きがいづくりの推進 

① 「就労的活動支援コーディネーター」による就労的活動支援の実施 

② 「千葉県生涯大学校」や「まつど生涯学習大学講座」等を通じた生涯学習
活動の推進 

③ 「はつらつクラブ（老人クラブ）」の運営・活動の支援 

施策１ 生涯現役社会の実現に向けた多様な就労・社会参加支援の促進 

● 計画の柱１ 生涯現役社会・健康寿命の延伸 

フレイル予防 重点施策 
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指 標 
現状値 目標値 

令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業対象者の維持・改善率 55.2％ 56％ 57％ 58％ 

指 標 
現状値 目標値 

令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

社会参加得点 75.1点 ― ― 81.0点 

（１）高齢者のフレイル予防の推進 

① フレイル予防の普及啓発 

② 通いの場におけるフレイル・オーラルフレイル予防の推進 

③ 高齢者へのアウトリーチによる個別的支援 

④ 住民主体によるフレイル予防の推進 

⑤ 特定健康診査・特定保健指導の推進 

⑥ 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの実施 

⑦ 後期高齢者の健康診査の実施 

⑧ 各種がん検診の実施や感染症予防接種の実施 

（２）一般介護予防事業の推進 

① 高齢者の実態把握と介護予防の取組みの周知 

② 介護予防教室の推進 

③ 住民主体の通いの場「元気応援くらぶ」の推進 

④ 事業対象者等が参加できる住民主体の活動の場の創設 

⑤ 介護予防に関する普及啓発 

施策２ 健康寿命の延伸に向けたフレイル予防の推進 

 

（３）都市型介護予防モデル「松戸プロジェクト」の推進 

① 社会参加による健康寿命の延伸のエビデンスの研究 

② オンラインによる人と人のつながりの可能性の研究 

③ 地域の特性を活かした元気で暮らせるまちづくりの検討 
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施策１ 生涯現役社会の実現に向けた多様な就労・社会参加支援の促進 

 

人生 100年時代を見据え、高齢者がいつまでも健康に生きがいや役割をもって、社会に参

加し、地域社会の「協力者」として活躍できるような地域社会づくりをしていくことが喫緊

の課題となっています。 

このような生涯現役社会を実現するためには、高齢者の意欲と社会をつなぐコーディネー

ターを設置するとともに、高齢者の活動を支援する様々な関係機関に地域の課題やニーズに

関する情報を提供し、地域社会資源につなげていく基盤の整備が必要となります。 

本市では、生涯現役社会の実現に向けた多様な就労や社会参加への促進を図ることを目的

として、社会参加を調整するコーディネーターの事業や社会参加を支援する基盤を整備する

事業を積極的に推進します。 

 

（１）生涯現役社会の実現に向けた就労支援の推進 

高齢者に、自らの経験や知識・技能を活かして活躍いただくことを通じて、生きがいの充

実と社会参加の促進を図ることを目的として、様々な高齢者向け就労活動に関する取り組み

の支援・促進を行います。 

 

① 就労に関する説明会・再雇用促進セミナー開催による就労活動の支援 

高齢者を対象として、就職面談会や仕事説明会等、市内の企業や事業者等による就労に

関する説明会等の開催を支援します。また、シニア世代や高齢者を対象とした再雇用促進

セミナーを開催し、就職活動の支援を実施します。 

 

② ハローワーク等との連携による就労支援の推進 

ハローワーク松戸（公共職業安定所）等と連携し、高齢者向けの就労に関する情報を提

供していきます。 

 

③ シルバー人材センターを通じた就労支援の推進 

シルバー人材センターでは、民間企業や官公庁、一般家庭等から様々な仕事を引き受け、

多くの会員の方に、自らの経験や知識・技能を活かして就労し活躍いただいています。 

今後も高齢者のシルバー人材センターへの会員登録を促進し、就労への機会が創出され

るよう支援を行います。   

施策１ 生涯現役社会の実現に向けた多様な就労・社会参加支援の促進 
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（２）高齢者によるボランティア活動の支援と参加促進に向けた取り組み 

高齢者に、ボランティア活動等を通じて社会参加による生きがいや役割を持っていただく

とともに、自身の健康増進を図り介護予防につなげることを目的として、高齢者による様々

なボランティア活動の支援と参加促進に関する取り組みを行います。 

 

① 社会参加を通じて地域に貢献するボランティア活動の支援と参加促進 

高齢者に、高齢者施設・障害者支援施設・放課後児童クラブ等で介護支援活動を行って

いただく「介護支援ボランティア制度」を実施しています。活動実績に応じてボランティ

アポイントが付与され、交付金または障害者就労施設等生産品と交換することができます。

今後も介護支援ボランティアが活動できる場を増やすことや、住民主体の多様なサービス

の展開を視野に入れ、ボランティア活動に対する奨励金制度を検討するとともに、ボラン

ティア活動者数の増加に努めます。 

また、支える側、支えられる側という考え方を取り払い、多世代にわたるボランティア

活動を支援します。高齢者施設に入所している方についても、入所施設内で日々できる範

囲でお手伝いをすることで役割を持ち、生きがいづくりや生活の張り合いにつなげること

を目的として、介護支援ボランティアとして可能な範囲で活躍いただいています。今後も

介護事業者と連携して、可能な範囲で活躍していただくことを推進していきます。 

また、千葉大学予防医学センターと松戸市が連携し、都市型介護予防モデルとして実施

している「松戸プロジェクト」では、仕事で培った経験や知識・技能を活かして、社会貢

献ボランティア活動を行う「プロボノ」活動を推進しています。通いの場等の地域団体を

高齢者が自身のスキルや経験を活かして支援する仕組みとして、プロボノ活動を支援しま

す。 

 

プロボノとは・・・ 

仕事で培った経験を活かして通いの場をサポートするボランティアの事 

ラテン語で「公共善のために」を意味する pro bono publico の略 
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② ボランティアセンター・地区社会福祉協議会の活動支援 

市民のボランティア活動を促進することを目的として、松戸市社会福祉協議会のボラン

ティアセンターでは、ボランティア活動の相談支援や、ボランティアの育成活動を行って

います。今後も松戸市社会福祉協議会と連携を図り、高齢者によるボランティア活動への

参加が推進され、ボランティア活動が促進されるようボランティアセンターで行われる活

動の支援を行います。 

また、地域福祉活動として市内 15 地区に地区社会福祉協議会が組織され、地域住民の

自主的、自発的な活動をもとに、「ふれあい会食会」や「ふれあい・いきいきサロン」、各

種講座、研修会、軽スポーツ大会の開催等、様々な活動が実施されています。これらの活

動についても、地区社会福祉協議会と協働し、ボランティア活動・地域福祉活動への参加

促進と活動支援を行います。 

 

（３）地域活動・地域交流を通じた生きがいづくりの推進 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域や家庭において、自己の個性や能力を最大限に発揮し、

生きがいをもって健やかに生活できるようになることを目的として、地域活動・地域交流を

通じた生きがいづくりに関する活動の支援、並びに活動の場の提供を支援します。 

 

① 「就労的活動支援コーディネーター」による就労的活動支援の実施 

高齢者に、役割がある形で社会参加をしていただき、介護予防と地域において自立した

日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、就労的活動の場を提供でき

る民間企業・団体等を開拓し、就労的活動に前向きな事業者等とのマッチングを実施する

ため、就労的活動支援コーディネーターを配置します。 

 

② 「千葉県生涯大学校」や「まつど生涯学習大学講座」等を通じた生涯学習活動の推進 

生涯学習を通じて心の豊かさや生きがい感の充足が図られるよう、「千葉県生涯大学校」

や「まつど生涯学習大学講座」の利用を推進し、多様化する生涯学習のニーズに即した機

会が提供されるよう、活動を支援します。 

 

③ 「はつらつクラブ（老人クラブ）」の運営・活動の支援 

「はつらつクラブ」（老人クラブ）では、地域ごとにおおむね 60歳以上の人で自主的に

組織され、健康増進、社会奉仕、教養講座、研修旅行、レクリエーション活動等を行って

います。これらの自主的活動が将来にわたって持続的に実施され生きがいづくりが推進さ

れるよう、運営及び活動を支援します。   
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施策２ 健康寿命の延伸に向けたフレイル予防の推進 

 

日本人の平均寿命は年々延び続け、男女ともに 80 歳を超えています。長い人生をより豊

かなものにするためには、心身ともに健康に過ごせる期間である健康寿命を延ばしていくこ

とが大切です。できるだけ長く、生きがいを持って自立した生活を送れるように、フレイル

を予防することが重要になります。 

本市では、日常生活が制限されることなく送れる期間を可能な限り伸ばしていく「健康寿

命の延伸」を推進し、高齢者がいつまでも元気に住み慣れた地域で過ごせるよう、健康づく

りやフレイル予防に取り組みます。 

 

フレイルとは・・・ 

要介護状態に至る前段階であり、加齢に伴い心身の活力が低下した状態 

 

 

（１）高齢者のフレイル予防の推進 

栄養・身体活動・社会参加がフレイルを予防するために重要であり、さらに生活習慣の改

善や介護予防に取組むことは QOL（生活の質）を維持するために重要です。また、フレイル

になっても、リハビリテーションやその他のサービスを利用する等社会参加を継続すること

で、機能の維持や改善を図ることにもつながります。 

医療・介護データの分析により高齢者の健康状態を把握し、支援を行うため、令和２年度

より、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に行う事業を推進しています。低栄養や口腔機

能、運動機能の低下等のフレイルを予防するとともに、住民自らがフレイル予防に取り組む

ことで、地域における様々な取組にもつながるような活動の検討をしていきます。 

 

① フレイル予防の普及啓発 

「広報まつど」やホームページの掲載、パンフレット、動画、ボランティア育成等を通

じてフレイル予防に関する知識や情報の発信を行い、セルフケア並びに住民による社会参

加促進を支援します。   

施策２ 健康寿命の延伸に向けたフレイル予防の推進 
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② 通いの場におけるフレイル・オーラルフレイル予防の推進 

通いの場等の住民主体の場では、保健師・管理栄養士・歯科衛生士等の医療専門職が健

康教育や健康相談、体力測定等によるフレイルチェックを行い、フレイル予防の取組みを

継続的に支援しています。また、口腔機能の低下は低栄養や誤嚥性肺炎等の疾患を招きや

すく、全身に悪影響を及ぼし、要介護状態となることがあります。アンケート調査では、

嚥下機能の低下を示す「お茶や汁物等でむせこみ」について、一般高齢者の 22％が「ある」

と回答していることから（P.159）、口腔機能の衰えである「オーラルフレイル」の予防を

推進し、歯科健診の受診勧奨等、松戸歯科医師会とも連携を図っていきます。 

 

③ 高齢者へのアウトリーチによる個別的支援 

医療・介護データ分析や通いの場等でのフレイルチェックにより、個別の健康課題があ

る高齢者に対して家庭訪問や電話による支援を実施し、フレイル予防や生活習慣病の重度

化防止を図ります。あわせて、健康状態不明者の健康状態把握と必要に応じた支援を行い

ます。 

 

④ 住民主体によるフレイル予防の推進 

フレイル予防を推進するために、通いの場等を通じて参加者同士が互いに健康について

関心を持ち、フレイル予防の意識を高め合える仕組みを推進していきます。また、フレイ

ル予防を推進するリーダーの育成を図り、住民主体の地域づくりも推進します。 

 

⑤ 特定健康診査・特定保健指導の推進 

生活習慣病等の早期発見と、メタボリックシンドロームに着目した早期介入による生活

習慣の改善を目的に、40歳から 74歳の国民健康保険加入者に、特定健康診査を実施しま

す。リスクの重複がある特定保健指導の対象者には、医師・保健師・管理栄養士が早期に

介入し、行動変容につながる保健指導を行います。 

また、健診受診者が自身の健康状態を把握し、適切な保健行動（医療受診や健康相談、

生活習慣の改善）の実践等、健康管理に取り組めるよう支援します。 

前期高齢者に対しては、フレイル予防を視野に入れた支援を行います。 

 

⑥ 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの実施 

糖尿病は筋肉量が減少するという特徴があるため、高齢者がかかるとフレイル状態に陥

りやすくなります。フレイル予防の観点からも、40歳から 74歳の国民健康保険加入者に、

「松戸市糖尿病性腎症重症化予防プログラム」により、糖尿病及び糖尿病性腎症ハイリス

ク者の早期発見と重症化予防に向け、適切な医療への受診勧奨と保健指導を行います。ま

た、後期高齢者医療制度の被保険者に対しても検討していきます。  
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⑦ 後期高齢者の健康診査の実施 

生活習慣病の早期発見及び重症化の予防を推進することを目的として、千葉県後期高齢

者医療制度の健康診査を実施します。 

後期高齢者の健康診査では、「後期高齢者の質問票」を使用し、高齢者の特性を踏まえ

健康状態を総合的に把握し、フレイル予防事業につなげていきます。 

 

⑧ 各種がん検診の実施や感染症予防接種の実施 

ⅰ．各種がん検診 

がんを早期に発見し、早期の対応（精密検査や治療）につなげ、健康を維持していくこ

とを目的に、検診の啓発内容の充実や、より受診しやすい環境づくり等行い、検診体制の

充実を図ります。 

 

ⅱ．インフルエンザ予防接種 

高齢者のインフルエンザ罹患による重症化並びに合併症発生による重症化予防を目的

として、予防接種法に基づき、65歳以上で接種を希望する人等を対象として、予防接種費

用の一部助成を実施し、原則、一定の自己負担の下、インフルエンザ予防接種を実施しま

す。 

 

ⅲ．肺炎球菌ワクチン予防接種 

高齢者の肺炎球菌感染症による肺炎の重篤化予防を目的として、予防接種法並びに市独

自の実施方針に基づき、過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく、当該年度中に 65

歳以上になる方のうち、接種を希望する人等を対象として、予防接種費用の一部助成を実

施し、原則、一定の自己負担の下、肺炎球菌ワクチン予防接種を実施します。 

 

（２）一般介護予防事業の推進 

元気な高齢者が社会的役割等の生きがいを持ち、身近な地域でいつまでも元気でいるため

に、社会参加や介護予防に取り組みやすい環境が整っていることが重要となります。 

介護予防効果が見込まれる元気応援くらぶや介護予防教室等の取り組みをはじめ、全ての

高齢者が参加可能な介護予防の事業を推進します。 

高齢者の実態を把握し、介護予防に関する普及啓発を行うとともに、地域における見守り

の体制についても強化をしていきます。 

要支援の認定を受けた人や事業対象者を対象に、生活支援のニーズに対して、多様なサー

ビスの提供を検討します。  
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① 高齢者の実態把握と介護予防の取組みの周知 

介護予防把握事業として高齢者の実態把握のため、65 歳到達者については地域包括支

援センターとつながる機会をつくり、健康づくりや地域での活動に資する情報を提供する

ことで、社会とのつながりが強化され、生きがいや役割を見いだせる生活を支援します。

また、75歳到達者に対してアンケート調査を実施し、高齢者の生活状況の実態把握ととも

に介護予防の普及、地域資源の周知及び孤立化防止を図ります。 

 

② 介護予防教室の推進 

高齢者が自ら活動に参加し、介護予防に関する知識や方法を学び、主体的、継続的に取

り組む意欲を高める動機づけの場として、介護予防のための教室を開催するとともに、教

室参加者の自主グループ化を推進していきます。また、介護予防に関する情報発信を更に

充実させることを目的として、動画やオンライン配信の活用を検討します。 

 

③ 住民主体の通いの場「元気応援くらぶ」の推進 

町会・自治会アンケートによると、町会等が主体で開催している通いの場の数について

「１か所以上」は 86.4％となっており、活動内容は「茶話会」が最も高く 64.6％、次い

で「体操」が 46.5％となっています。（P.179）また、健康づくり活動や趣味等のグループ

活動への参加意欲を聞いたアンケート（P.160）では「是非参加したい、参加しても良い」

等、参加意欲のある一般高齢者は 62.3％となっており、身近な地域や自分にあった通いの

場での交流や健康の維持・増進を図ることができる体制の整備が求められています。 

一方、「元気応援くらぶ」等介護予防のための通いの場に参加している割合を聞いたア

ンケート（P.160）では、一般高齢者での参加率が 3.0％と事業対象者・要支援者の 13.3％

と比較して低いことから「元気応援くらぶ」の説明会等、普及啓発を行うとともに、団体

を開設するための支援や団体を運営するための支援を併せて行い、安定的・継続的に市民

が通いの場を利用できるようにします。また、オンラインを活用する等、「元気応援くら

ぶ」の活動内容の幅を広げる検討を行います。 

 

④ 事業対象者等が参加できる住民主体の活動の場の創設 

通いの場の参加者が、加齢とともに支援が必要となった場合、地域のソーシャル・キャ

ピタルを活用しながら、住み慣れた地域で顔見知りの人たちとつながり続けられるような

活動の場所として、通いの場を中心に介護予防・生活支援サービス事業（住民主体の通所

型サービス・訪問型サービス）への発展ができるような仕組みを検討します。 
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⑤ 介護予防に関する普及啓発 

元気な高齢者が要支援等の状態にならないよう、様々な機会で講演会・講習会の開催、

パンフレット、ＤＶＤ、手帳等の配布を行い、広く介護予防や認知症予防に資する基本的

な知識の普及啓発を推進します。 

また、感染症を予防するとともに、より多くの人に参加いただけるよう、動画の配信等

についても対応していきます。 

 

（３）都市型介護予防モデル「松戸プロジェクト」の推進 

首都近郊都市部ならではの特性を活かした地域資源を活かして、高齢者の社会参加を推進

しつつ、その介護予防効果を検証することを目的として、平成 28年（2016年）11月から千

葉大学予防医学センターと松戸市が共同で、都市型介護予防モデル「松戸プロジェクト」と

して科学的研究プロジェクトを実施しています。（P.17～P.19参照） 

「松戸プロジェクト」では高齢者の社会参加（地域活動・ボランティア活動）による介護

予防モデルとして、プロボノ型（職業で得た技能・専門性で地域活動を支援）、拠点づくり

型（運営者として活動の場をつくる）、間接支援型（松戸プロジェクト・パートナー）といっ

た都市型ボランティアの特徴や「元気応援キャンペーン」を実施している事業者の協力を活

かし「通いの場」や「元気応援くらぶ」の活動を支援する仕組みを構築しています。また、

市内の高齢者を対象に毎年追跡調査を行い、介護予防の評価及び社会参加や生活状況が健康

づくりに及ぼす効果について研究をしています。 

共同研究によりエビデンスを持った都市型の標準モデルを確立し、予防効果のある施策を

展開することにより健康寿命が延伸し、高齢になってもいつまでも元気で暮らすことができ

るよう、産・官・学・民等多様な主体が一つになり地域づくりを行う松戸プロジェクトを推

進していきます。 

 

① 社会参加による健康寿命の延伸のエビデンスの研究 

広義の社会参加が増加傾向にあり、健康寿命も延伸していると言われていますが、より

効果的な社会参加や健康寿命の延伸に寄与する方策を検討していきます。 

 

② オンラインによる人と人のつながりの可能性の研究 

従前の対面・集合方式による人と人とのつながりから、新たにオンラインによる人と人

のつながりの可能性を検証していきます。 

 

③ 地域の特性を活かした元気で暮らせるまちづくりの検討 

15の日常生活圏域それぞれの人口・面積を始め、ソーシャル・キャピタル等の地域特性

が異なることから、今後、地域と産学官が連携して、地域ニーズを活かした元気で暮らせ

るまちづくりを推進していきます。  
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計画の柱２ 多世代型地域包括ケアシステムの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

指 標 
現状値 目標値 

令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

多分野に関わる課題を抱えた 

相談件数 
300件 400件 500件 600件 

（１）多様な見守りネットワーク構築の推進 

① 事業者等との連携や協定による「松戸市高齢者等見守り活動」の普及啓発 

② 多様な主体・方法による高齢者の見守り活動の推進 

③ 孤立を生まない地域づくりの推進 

（２）生活支援体制の整備 

① 生活支援コーディネーターのさらなる活動促進 

② 日常生活支援の充実 

③ 介護予防・生活支援サービス事業の推進 

④ 地域住民やボランティア等、地域の支え合いによる外出支援の推進 

（３）安全・安心な生活環境の確保 

① 避難行動要支援者名簿を活用した避難支援体制の整備 

② 避難生活時の支援体制の整備 

③ 地域と連携した防犯対策の実施 

④ 高齢者に対する交通安全対策の推進 

⑤ 感染症対策の推進 

⑥ 公共施設のバリアフリー化の推進 

⑦ 松戸市交通バリアフリー基本構想に基づく公共交通機関等のバリアフリ
ー化の推進 

施策１ 

（４）権利擁護の推進と消費者被害の防止 

① 「松戸市虐待防止条例」施行に伴う虐待防止のさらなる推進 

② 高齢者虐待防止対策の推進 

③ 成年後見制度の利用推進体制の充実 

④ 関係機関との連携による消費者被害の防止の推進 

● 計画の柱２ 多世代型地域包括ケアシステムの推進 

地域包括ケアシステムの深化・推進 重点施策 
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指 標 
現状値 目標値 

令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

各種協力事業者数 68箇所 77箇所 82箇所 87箇所 

指 標 
現状値 目標値 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

虐待通報先の認知度 15% ー ー 30％ 

（１）認知症に対する正しい理解の普及・社会的支援の推進 

① 認知症に関する情報発信の推進 

② 「認知症ガイドブック」（松戸市版認知症ケアパス）の普及・活用 

③ 認知症の人や家族を地域で支える活動の充実 

④ 認知症カフェ、サロンの取組みの推進 

⑤ 行方不明高齢者探索による認知症の人の安全対策の実施 

（２）認知症予防の推進 

① 認知症予防教室の開催 

② 「まつど認知症予防プロジェクト」（軽度認知症把握・ケアマネジメント
事業）の推進 

③ 「認知症簡易チェックサイト」利用促進による認知症予防・早期把握の推
進 

施策２ 認知症施策の総合的な推進 

（３）認知症が疑われる人や認知症の人への支援の充実 

① 認知症初期集中支援チーム（オレンジサポートチーム）による支援の充実 

② 若年性認知症の人への支援 

③ 認知症の人の活躍の場の創出 

④ 認知症の人への包括的支援による重度化防止 

⑤ 認知症研究会における事例等の検討の推進 
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指 標 
現状値 目標値 

令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

まつど認知症予防 

プロジェクト新規参加者数 
146人 201人 222人 243人 

指 標 
現状値 目標値 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症相談窓口の認知度 

（若年者） 
19.9％ ー ー 24.9％ 

指 標 
現状値 目標値 

令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域の予防活動等社会資源 

の新規立ち上げ支援団体数 
34件 40件 45件 50件 

指 標 
現状値 目標値 

令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

包括事業評価の平均点 3.62点 3.63点 3.64点 3.65点 

（１）地域包括支援センターの多世代型対応への深化 

① 相談窓口の普及啓発による利用の促進 

② 包括的な相談支援体制（断らない相談窓口）の推進 

③ 共生的な視点を持った地域づくりの推進 

④ 介護予防・生活支援サービス事業の弾力化に伴う、介護予防ケアマネジメ
ントと多様な主体の検討 

施策３ 地域包括支援センターの機能強化 

（２）事業評価を通じた地域包括支援センターの機能強化 

① 業務改善の推進 

② 基幹型地域包括支援センターの機能強化 

（３）ICTを活用した地域包括支援センター業務の推進 

① ICTによるコミュニケーション 

② ICTによる業務改善の検討 
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施策１ 地域共生社会に向けた参加と協働の推進による社会的支援の体制強化 

 

高齢者人口の増加や価値観の多様化に伴い、高齢者・障害者・子ども・外国の方等、全て

の人が住み慣れた地域で暮らし続けていくため、見守りや外出支援等、日常生活における支

援の需要が増加し多様化する一方で、その支援を行う担い手づくりが喫緊の地域課題として

挙げられます。本市においては、増加し多様化するニーズに可能な限り対応し、持続可能性

を高めていくことを目的に、地域住民をはじめとして、地域における様々な社会資源の活用

を図り、それぞれの役割を担っていただく地域づくり、地域共生社会の実現に向けた地域包

括ケアシステムの体制の整備を推進していきます。 

 

（１）多様な見守りネットワーク構築の推進 

高齢者が孤立せず住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、住民同士の

つながりを強化し、高齢者の多様化する価値観に柔軟に対応できる体制を作ることを目的と

して、地域住民をはじめとして、地域における様々な社会資源の活用を図るとともに、民間

企業、ボランティア、民生委員・児童委員、警察や各種団体等様々な関連機関と密接に連携

し、高齢者の見守り体制の整備・推進を図ります。 

 

① 事業者等との連携や協定による「松戸市高齢者等見守り活動」の普及啓発 

本市では、高齢者をはじめとして、障害者の方、子どもを含めて地域住民に対する幅広

い「見守り活動」を推進していくことを目的として、市内の企業や事業者等と「松戸市高

齢者等見守り活動に関する協定」の締結を推進しております。協定締結事業者に対しては、

マグネットシートや見守りステッカ－を配布し、業務車両や店舗等に掲示していただくこ

とで、地域住民の皆様に対する幅広い見守り活動を行っていただいており、異変を発見し

た場合には市等に連絡していただいています。今後も「松戸市高齢者等見守り活動に関す

る協定」の締結を推進し、見守り活動の強化を図ります。 

 

② 多様な主体・方法による高齢者の見守り活動の推進 

ⅰ．高齢者支援連絡会を通じた地域ボランティアへの見守り活動支援 

市内の各地域９か所に設置されている高齢者支援連絡会では、「相談協力員」と呼ばれ

る地域のボランティアたちが、地域の医療・介護・福祉の専門職等と連携しながら地域全

体の見守りを行っており、引き続き地域の見守り活動を支援いたします。   

施策１ 
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ⅱ．民生委員・児童委員活動を通じた見守り活動の推進 

民生委員・児童委員の方には、地域の高齢者が生活を営む上で様々な困難が生じたとき、

身近な相談相手として相談に応じ、福祉サービス等の紹介や助言を行っていただくととも

に、担当区域における高齢者の安否確認や見守り活動を行い、行政や関係機関との連携を

行っていただいています。 

高齢者への地域の身近な相談支援、安否確認や見守り活動を通じた行政や関係機関との

連携について今後も継続して活動していただくことを目的として、民生委員・児童委員と

緊密な情報連携を図るとともに、地域住民や町会自治会に対する民生委員・児童委員制度

の周知・理解促進を行います。 

 

ⅲ．認知症対策と連動した見守り活動の推進 

認知症等によって行方不明になった高齢者の安全を確保し、家族や介護をする方の負担

を軽減することを目的に、家族や介護者が登録した注意事項等の情報が入った QR コード

が印字された「高齢者の見守りシール」の支給や、日頃の生活の中で、声かけを行い、高

齢者を地域全体で見守っていくことを目指した運動「松戸市あんしん一声運動」を行う「オ

レンジ声かけ隊」（認知症サポーター）の養成を行っています。今後も、認知症対策と連

動した地域における見守り活動を推進します。 

また、「オレンジ声かけ隊」（認知症サポーター）は、さらに認知症に関する専門職と連

携して活動する「オレンジ協力員」等と地域包括支援センターの職員が同伴して地域を巡

回し、見守り活動を行う「オレンジパトウオーク」を実施しています。今後も「オレンジ

協力員」の協力のもと、地域の見守り活動を推進します。 

 

ⅳ．安否確認システムを活用した見守り活動の推進 

ひとり暮らし高齢者を対象に緊急時にボタンを押すとコールセンターへ通報できる「緊

急通報装置」の貸与や、自動応答電話の機能を利用して、週 1回、利用者宅に安否を尋ね

る電話を自動的にかけ、体調不良や要連絡等、プッシュボタンの回答を医療・介護機関が

確認し、状況に応じて、地域のボランティアが利用者宅を訪問する等のシステム「あんし

ん電話」の活用を通じて、引き続き、高齢者の地域見守り活動を行います。 

また、外出や食事の用意が困難な高齢者を対象に、配食サービス事業者が夕食を直接手

渡しすることにより、安否確認を行う「配食サービス」については、利用者数が減少傾向

であることも鑑み、既存事業への移行等、より効果的・効率的な見守り活動の実施を検討

します。   
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ⅴ．ICTを活用した見守り活動の推進 

認知症の人が行方不明になった際、早期に保護することを目的として、警察と連携し、

「防災行政用無線」を活用した探索や、行方不明者についての情報発信や発見情報の通知

をメールで行う「安全安心メール」を引き続き行うとともに、GPS機能を利用して居場所

をお伝えするサービス「松戸市徘徊高齢者等探索サービス」の普及促進を図るとともに、

ひとり暮らし高齢者についても ICTを活用した見守り体制整備を検討します。 

 

③ 孤立を生まない地域づくりの推進 

ひとり暮らしで、誰にも看取られることなく、自分の住居内で持病や突発的な疾病の為

死亡されるケースである孤独死が、年々、増加していることから、引きこもり防止や生き

がいを高めることを目的として、松戸市社会福祉協議会をはじめ、関係機関と協力して、

子どもや高齢者、障害の有無に関わらず、「ふれあい・いきいきサロン」や「ふれあい会食

会」等、誰もが気楽に交流できる居場所づくりや参加推進活動を支援していきます。 

 

（２）生活支援体制の整備 

① 生活支援コーディネーターのさらなる活動促進 

本市では、地域住民相互の支え合い活動を推進することを目的として、 

ⅰ．社会資源を適切に把握し、地域の住民のニーズに合わせた新しいサービスの開発と

担い手の養成 

ⅱ．地域における新しいネットワークの構築 

ⅲ．地域支援に関するニーズと取組みのマッチング 

といった、生活支援及び介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネートを行

う「生活支援コーディネーター」を重層的に配置しています。 

第１層のコーディネーターは基幹型地域包括支援センターに配置し、第２層のコーディ

ネーターは日常生活圏域に配置しています。 

生活支援コーディネーターは、地域課題の共有、検討、解決の場として協議体（地域ケ

ア会議）を活用し、地域の実情に応じた地域住民による相互の支え合い活動を推進します。

また、基幹型地域包括支援センターに配置された生活支援コーディネーターは、各地域の

実情を踏まえつつ、各地域包括支援センターに配置された生活支援コーディネーターに対

する後方支援を行います。 

今後も、生活支援コーディネーターの機能強化を図ることを目的として、地域の課題を

地域で解決する意識の醸成を図りながら、先進事例等を共有し、地域の実情に合わせた取

り組みを推進します。 










































































































































































































































